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会 議 録 第 ２ 号 

 

１．招集日時   令和５年１０月１２日（木） 午前１０時 

１．招集場所   牛久市役所議場 

１．出席議員   ２２名 

 １番  鈴 木 勝 利 

 ２番  伊 藤 知 子 

 ３番  藤 田 尚 美 

 ４番  磯 山 和 男 

 ５番  池 辺 己実夫 

 ６番  甲 斐 徳之助 

 ７番  塚 原 正 彦 

 ８番  柳 井 哲 也 

 ９番  遠 藤 憲 子 

１０番  大 森 和 夫 

１１番  加 藤 政 之 

１２番  出 澤   大 

１３番  山 本 伸 子 

１４番  小松崎   伸 

１５番  水 梨 伸 晃 

１６番  伊 藤 裕 一 

１７番  杉 森 弘 之 

１８番  須 藤 京 子 

１９番  黒 木 のぶ子 

２０番  髙 嶋 基 樹 

２１番  諸 橋 太一郎 

２２番  石 原 幸 雄 

 

１．欠席議員   なし 
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１．出席説明員 

市    長  沼 田 和 利 

市 長 公 室 長  滝 本   仁 

経営企画部長  二野屏 公 司 

総 務 部 長  飯 野 喜 行 

市 民 部 長  小 川 茂 生 

保健福祉部長  渡 辺 恭 子 

環境経済部長  大 徳 通 夫 

建 設 部 長  長谷川 啓 一 

教 育 部 長  吉 田 茂 男 

会 計 管 理 者  関   達 彦 

監査委員事務局長  大 里 明 子 

農業委員会事務局長  榎 本 友 好 
 
市長公室次長兼 
秘 書 課 長  稲 葉 健 一 
 
経営企画部次長兼 
財 政 課 長  糸 賀   修 
 
総務部次長兼 
人 事 課 長  本 多   聡 
 
市民部次長兼 
市民活動課長  飯 島 希 美 
 
保健福祉部次長兼 
高齢福祉課長  宮 本 史 朗 
 
保健福祉部次長兼 
医療年金課長  石 野 尚 生 
 
建設部次長兼 
都市計画課長  藤 木 光 二 
 
建設部次長兼 
下 水 道 課 長  野 島 正 弘 
 
教育委員会次長兼 
教育企画課長  吉 田 充 生 
 
教育委員会次長兼 
スポーツ推進課長  高 橋 頼 輝 
 

全 参 事 
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１．議会事務局出席者 

事 務 局 長  野 口 克 己 

庶務議事課長  飯 田 晴 男 

庶務議事課長補佐  宮 田   修 

庶務議事課主査  椎 名 紗央里 
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令和５年第３回牛久市議会定例会  

一般質問発言事項一覧表（通告順）  

質問議員名 質問事項 要  旨 答 弁 者 

１．池辺 己実夫 

（一問一答方式） 

１．職員数について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．市民サービス提

供主体の多様性に

ついて 

①牛久市の定員管理上の職

員数と総務省の定員モデ

ル職員数について 

②牛久市が最優先課題とす

る職員問題が年齢構成の

偏りの是正とする理由に

ついて 

③職員採用の状況とその対

応について 

 

①指定管理者制度の活用状

況について 

②施設管理運営事業の担い

手としての公益財団法人

の必要性について 

③公益財団法人の設立につ

いて 

 

市 長 

関 係 部 長 

 

 

 

２．鈴木 勝利 

（一問一答方式） 

１．耕作放棄地の現

状と対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．不登校支援につ

いて 

(1)「耕作放棄地」「遊休

農地」「荒廃農地」の定

義 

(2)本市の耕作放棄地の面

積と推移 

(3)耕作放棄地の問題点 

(4)耕作放棄地の増加の原

因 

(5)耕作放棄地の増加に対

する対策 

(6)耕作放棄地の増加に対

する今後の取り組み 

(7)対策上、取り組み上の

課題 

 

(1)本市の直近の不登校児

童生徒の状況 

(2)不登校児童生徒の状況

の把握方法 

(3)児童生徒・保護者が感

じる「相談のしづらさ」

等に対する改善方法 

(4)「学校への登校という

結果のみを目標にしな

い」との教育機会確保法

に基づく基本方針の周知

の有無と周知方法、その

徹底状況 

市 長 

副 市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 
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(5)民間施設の支援情報の

提供の有無と提供方法 

(6)学校外支援施設に通う

児童生徒のフォローアッ

プ状況（人数把握・学習

状況・支援策の振り返

り） 

(7)学校や学校外施設に全

く通えない状況にある児

童生徒数とその支援策 

(8)仮想空間「メタバー

ス」を活用した不登校支

援に対する考えとその導

入に対する考え 

 

３．山本 伸子 

（一問一答方式） 

１．食育の観点から

みた学校給食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．当事者の視点に

たった介護サービ

スと介護認定制度 

 

 

(1)学校給食の設置方式と

近隣市町村の状況及び市

が自校方式を選択した経

緯について伺う。 

(2)食育推進基本計画に沿

った学校給食の充実につ

いて伺う。 

 ・栄養教諭の役割 

 ・地場産物の推進 

(3)物価高騰の影響による

食材費支出額と給食費収

入額の現状と課題につい

て伺う。 

(4)調理業務委託料の現状

と今後について伺う。 

(5)学校給食費を無償化に

した場合の無償化を継続

させるための安定財源に

ついて伺う。 

 

(1)介護保険における特定

福祉用具購入費及び住宅

改修費制度について伺

う。 

(2)介護認定調査の現状と

判定結果の公開状況につ

いて伺う。 

(3)介護認定業務の現状と

課題について伺う。 

 

市 長 

副 市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 

４．塚原 正彦 

（一問一答方式） 

１．牛久市における

若者の人口流出の

要因と課題を克服

するための戦略 

 

 

茨城県内の若年層「15～19

歳」「20～24歳」の県外へ

の転出超過が顕著で、県は

課題解決に向けた取り組み

を模索している。牛久市に

おける若年層の転出動向と

市 長 

関 係 部 長 
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２．牛久市役所の構

想力と政策立案力

をみがきあげるた

めの人材養成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．DXへの牛久市の

戦略対応と図書館

を起点にした人づ

くり構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．市長選挙で争点

とされた牛久市の

財政の硬直化につ

いて 

 

 

その要因を分析し、課題解

決に向けた施策を検討して

いるかについて伺う。 

 

地域間競争において選ばれ

るまちになるためには、牛

久市の強みと弱みを理解

し、中長期の視点にたち政

策立案ができる人材の配置

とその養成が緊要の課題で

ある。令和６年度から中央

省庁および地方公共団体、

民間企業との人事交流、専

門人材の登用について実行

できる仕組みを検討してい

るかについて伺う。 

 

①業務の効率化をはかるだ

けでなく、デジタルの力

を活用し、地域社会課題

の解決や魅力向上を図る

ための総合的なDX戦略策

定を検討しているかにつ

いて伺う。  

②牛久市の図書館のデジタ

ル化の現状と近隣市町村

との比較について伺う。 

③戦略的なDXプロジェクト

を展開するためには、あ

らゆるデジタル業務を図

書館に集約し、図書館を

起点にしたDX展開を想定

することが考えられるが

その所見を伺う。 

 

9月10日に実施された市長

選挙において、平成29年度

以降に実施された大型公共

事業により、市債残高が

307億円から331億円に増大

し、借金に依存し続ける深

刻な財政危機にあるとの指

摘がされた。牛久市の財政

の硬直化と健全度の具体指

標について伺う。 

 

 

 

 

 

市 長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

関 係 部 長 

５．柳井 哲也 

（一問一答方式） 

１．中心市街地のま

ちづくりについて 

  9月20日発表の

基準地価による

と牛久駅周辺よ

１．牛久駅周辺のまちづく

りをどのように考えてい

るか。 

 

２．ひたち野うしく駅を中

市 長 

関 係 部 長 



- ７９ - 

りもひたち野う

しく駅周辺の地

価上昇が顕著で

ある。魅力のあ

る土地であるか

どうかはまちづ

くりによっても

変わる為極めて

重要である。 

 

２．牛久市国際交流

協会の活動内容に

ついて 

 

心とするまちづくりにつ

いては。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．目的とこれまでの活動

内容について 

２．児童・生徒の為の交流

について 

 

６．加藤 政之 

（一問一答方式） 

１．災害時の市の対

応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．新市長の基本政

策６つの柱の、移

住政策の推進につ

いて 

 

災害時、市や避難所におけ

る、水や食料品、その他の

備品等の備蓄状況はどうな

っているか。 

 

６月の台風２号における周

辺自治体の越水被害などが

確認されたが、本市の水害

を受けてのハザードマップ

の整備状況はどうなってい

るか。 

また、隣接市の越水などの

状況はリアルタイムで市民

に伝わっていたか。 

 

防災アプリがスタートして

いるが、利用状況と牛久市

の登録者数はどのくらいの

人数か。 

 

市外、県外、首都圏からの

流入人口の変化、伸びの現

状は。 

 

わくわく茨城生活実現事業

の利用者の状況について。 

 

空き家活用法の具体案、空

き家を改築して低額で貸し

出すなどの、ハード面への

取り組みについて 

 

市外に出向いての牛久市へ

の誘致や、アピールの取り

組みの現状と今後につい

て。 

市 長 

関 係 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

関 係 部 長 
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７．杉森 弘之 

（一問一答方式） 

１、小中学校給食の

無償化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、介護保険の負担

増と高齢者向け住

まい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３、人事行政 

 

(1)市長選の3候補が選挙公

約にしていたが、市民の

要望をどのようにとらえ

ているか 

(2)給食における市内産

品・有機農産物の使用率 

(3)現在の小中学校におけ

る給食費の物価高騰分の

免除の金額と給食費総体

に対する割合、経済的な

理由等による免除の対象

数、金額と割合 

(4)小中学校給食費の完全

無償化のために必要な経

費（すでに免除されてい

る分を除外）、市民の理

解、財政収入・支出にお

ける工夫が必要ではない

か 

 

(1)2024年の介護保険見直

しに向けての視点 

(2)市内65歳以上の高齢者

数、高齢者だけの世帯

数。高齢者が一緒の世帯

数 

(3)要支援1、要支援2～要

介護2，要介護3以上の方

の人数 

(4)65歳以上の高齢者世帯

の年収を、100万円区切

りで1,000万円以上まで

の世帯数と割合 

(5)市内の「高齢者向け住

まい」の入居費用の相場

はどの程度か 

(6)特別養護老人ホーム待

機者と要介護2以下の人

で「高齢者向け住まい」

に入れない人数と対策 

 

(1)職員数 常勤職員数の

慢性的不足、 2015年、

2019年、2023年の常勤職

員数の推移、2022年当初

の職員計画数と結果、そ

の理由、今後の採用計画 

(2)給与 一般行政職の平

均年収は県内特に県南の

他自治体と比較してどの

ように認識しているか、

市 長 

副 市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 
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ラスパイレス指数と県内

順位、今後の給与施策 

(3)労働時間 上限規制の

内容、時間外労働の月平

均、法定上限の月45時間

以上者数、過労死ライン

の月80時間以上者数、年

休処理数、介護休暇取得

者数、育児休業取得者

数、分限・懲戒処分数の

2015年、2019年、2023年

の推移と対策 

(4)労災職業病とハラスメ

ント 療養休暇取得者

数、仕事中の交通事故発

生数、ハラスメント発生

数の 2015年、 2019年、

2023年の推移と対策 

(5)会計年度任用職員 常

勤職員採用試験の年齢制

限、全員パートタイム扱

い、勤勉手当の不支給、

準用する給料表は1級・2

級のみ、これらに固執す

る理由、解決策 

(6)障がい者の雇用政策 

現在の任用率と「障害者

雇用の円滑化のために」

採用後の合理的配慮のた

めの手順の実行状況、今

後の方針 

 

８．黒木 のぶ子 

（一問一答方式） 

（１）牛久シャトー

の発展的な見直

しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①牛久シャトーに対する発

展的な見直しとはどの様

な見直しをするのかどう

か市長の考えをお聞かせ

下さい。 

②２０２１年４月から２０

２３年３月まで設置して

いた特別委員会での審議

内容をどのように考慮さ

れるのか。 

③牛久駅前から牛久シャト

ーにかけて、かつてのに

ぎわいを取り戻したいと

の考えですが、そのビジ

ョンについてお聞かせ下

さい。 

④牛久シャトーは一部では

なくフル活用をしたいと

の考えですが、今後の運

市 長 

関 係 部 長 
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（２）国保について 

   後期高齢者医 

  療について 

 

営体制についてお聞かせ

下さい。 

 

①無保険者数と短期保険証 

 令和２年度～４年度迄 

②収入に占める保険料と負

担割合 

 

 

 

 

 

市 長 

関 係 部 長 

９．伊藤 知子 

（一問一答方式） 

１．帯状疱疹予防ワ

クチン助成につい

て 

 

 

 

 

 

 

２．全ての自転車利

用者の、ヘルメッ

ト着用義務化への

取り組み 

・県内他市において公費一

部助成の導入が進んでい

るが、市医師会と、どの

ように相談されたか等、

本市においての進捗につ

いて伺う 

・ワクチン助成額と導入に

ついての見解を伺う 

 

・本市における自転車事故

の状況とヘルメット着用

の現状を伺う 

・ヘルメット着用の習慣化

に向けて伺う 

・ヘルメット購入費助成制

度導入への見解を伺う 

 

市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 

 

10．藤田 尚美 

（一問一答方式） 

１．視覚障がい者の

ための「音声コー

ド」の利用促進 

 

 

 

２．子育て支援 

 

 

 

 

 

 

 

３．GIGAスクールの

課題と対策につい

て 

 

・牛久市の現状 

・文字が見えない、読みに

くい見えにくい方への支

援 

・音声コードの普及の考え 

 

・少子化問題への対策 

・子育て世代のニーズ調査 

・子ども医療費助成制度の

見直しの考えは。 

・療育の必要な子どもたち

のために、児童発達支援

センター設置の進捗状況 

 

・利活用状況 

・課題にあわせた対策 

市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 

11．水梨 伸晃 

（一問一答方式） 

１．牛久市の公園の

今後について 

 

 

 

 

 

①公園の維持補修状況 

年間費用 

今後の予定 

②大規模公園を整備しては

どうか 

牛久市に大規模な公園が無

いことについてどうお考え

市 長 

副 市 長 

関 係 部 長 
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２．新市長の政治姿

勢について 

 

か 

 

①市長選での公報の内容に

ついて 

1.子どもの医療費 

2.教育格差 

3.小中学校の給食費 

4.市役所の待ち時間 

5.災害時の逃げ遅れ 

6.交通弱者・移動困難者 

7.介護待機者 

8.牛久シャトーやエスカー

ド牛久ビルの空きテナン

ト 

 

②市職員の配置転換につい

て 

適材適所を見出し意欲向上

を図るということだが、ど

のようにコミュニケーショ

ンを図るのか 

③身を切る改革について 

市長の退職金をゼロにす

る、または減額する考えは

ないか 

 

 

 

市 長 

副 市 長 

関 係 部 長 

12．伊藤 裕一 

（一問一答方式） 

１．市長の政治姿勢

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．牛久シャトーの

施設貸し出しにつ

いて 

 

①公約の諸計画への反映、

市としての市長マニフェ

ストの作成 

②補正予算、予算の執行停

止により早期に政策を実

現する考え 

③人事権について 

④組織体制について 

⑤DX化の推進 

⑥トップセールスや他市町

村・国・県、民間企業と

の関係構築 

⑦入札制度についての考え 

 

①市長選時に牛久シャトー

を選挙事務所として貸し

出した際の手続きの流れ 

②市の所感 

③貸し出し基準を明確化す

るよう、市から牛久シャ

トー（株）に助言するべ

きと考えるが 

 

市 長 

副 市 長 

関 係 部 長 

13．大森 和夫 

（一問一答方式） 

１ 職員の定数など

について 

職員定数、欠員、中途退

職、ハラスメント、経験者

市 長 

副 市 長 
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２ 環境災害防災関

係について 

 

 

３ 学校給食費の完

全無償化について 

 

４ １８歳未満の医

療費完全無償化に

ついて 

 

５ 牛久消防署の建

て替えについて 

 

 

６ 税収増・人口増

の政策・方針につ

いて 

独自採用 

 

太陽光発電・蓄電池・修理

の補助 

雨水タンク助成 

 

牛久市での実施予定 

 

 

牛久市での実施予定 

 

 

 

現行住所の建替えか移設か 

老朽化対策 

 

 

農家直売所、牛久沼のレジ

ャー化（釣り、ボート、ウ

ィンドサーフィンなど竜ケ

崎市や国との共同事業） 

道の駅うしく：国道6号、

国道408号沿いで牛久駅ビ

ル、奥野地区 

新規宅地開発、大型商業施

設、キャンプ場、事務所提

供、ふるさと納税など 

 

関 係 部 長 

 

 

14．遠藤 憲子 

（一問一答方式） 

１．市長の政治姿勢

について 

１）掲げた基本政策につい

て 

 ①医療・福祉で健康長寿

への支援として、加齢

性難聴者の補聴器購入

助成について 

 ②地域振興として、移住

政策を進めるために、

具体的な条件整備・政

策は。さらに増えてい

る空家の有効活用は。 

 ③住井すゑ文学館の整備

充実について 

 ④公立学校の教職員の働

き方について、市にお

ける長時間勤務の実態

把握と改善について 

 

市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 

15．小松崎 伸 

（一問一答方式） 

令和４年度決算の検

証と今後の財政運営 

１．令和４年度決算

の検証 

 

 

 

・歳入、歳出ベースでの検

証 

 地方交付税、扶助費 

市 長 

関 係 部 長 

 



- ８５ - 

 

 

 

 

２．今後の財政運営 

 公債費 

・収支状況 

・健全化判断比率の状況 

 

・一般財源確保 

・基金の確保と市債残高 

・現在の物価高への財政的

対応 

・次の感染症危機に備える

ための財政的対応 

・今後、目指すべき地方財

政の在り方 

 

16．須藤 京子 

（一問一答方式） 

１．令和4年度決算

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．第三セクター各

社の令和 4年度決

算状況と今後の展

望について 

(1）牛久グリーンフ

ァーム株式会社つ

いて 

 

 

(2) 牛久シャトー株

式会社について 

 

 

 

(3) 牛久都市開発株

式会社について 

１． 

(1）令和4年度決算の総括

及び財政状況について伺

う。 

 ①歳入に関する分析 

 ・市税の動向 

 ・譲与税・交付金の動向 

 ・地方交付税の動向と臨

時財政対策債 

 ②歳出に関する分析 

 ・経常経費（人件費、扶

助費、公債費）の動向 

 ・投資的事業の状況、国

庫補助金の動向 

 ③財政指標が示す市の財

政状況と市政運営 

 

2. 

 

 

 

(1)牛久グリーンファーム

株式会社の令和4年度決

算状況、同社が果たす社

会的役割と市の責任につ

いて伺う。 

(2)牛久シャトー株式会社

の令和4年度決算状況、

同社が果たす社会的役割

と市の責任について伺

う。 

(3)牛久都市開発株式会社

の令和4年度決算状況、

同社が果たす社会的役割

と市の責任について伺

う。 

 

 

市 長 

副 市 長 

教 育 長 

関 係 部 長 
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17．髙嶋 基樹 

（一問一答方式） 

１ 豪雨災害につい

て 

・被害状況と対応について 

・農作物の被害について 

・被災農業者への窓口対応

について 

 

市 長 

関 係 部 長 

18．磯山 和男 

（一問一答方式） 

１ 増える自然災害

への防災姿勢につ

いて 

(1)牛久市防災会の

在り方 

 

 

(2)牛久市防災士部

会の在り方 

 

(3)要援護者台帳に

ついて 

 

 

 

 

２ 奥野地区の現状

と今後について 

 

 

 

(1)自然災害による被害が

大きくなっている現在、

防災会がになう役割につ

いて伺う。 

(2)牛久市防災会の内部組

織としての役割について

伺う。 

(3)要援護者台帳の意味あ

いと使い道及び当該台帳

に登録されていない援護

を必要とする者の情報把

握について伺う。 

 

奥野地区住民の想う気持ち

と望む声を聞いていただき

意見を伺う。 

 

市 長 

関 係 部 長 

19．出澤 大 

（一問一答方式） 

１．沼田市長の６つ

の基本政策につい

て何点かうかがい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「異次元の少子化対

策」を加速させる為、牛

久市独自の子ども子育て

政策を加速させるとあり

ますが牛久市における少

子化の現状の何が問題だ

と認識し、その問題をど

う改善しようとお考え

か。 

２．包摂社会とは「医療・

福祉」分野だけではなく

「子ども子育て政策」に

も、そして「教育」にも

大切な「誰一人取り残さ

ない」という理念そのも

のであるとの認識です。

現在の日本はそうなって

いないと私は感じていま

すが、沼田市長はなぜ包

摂社会を作りたいとお考

えになったか。 

３．硬直した市財政の改革

とは具体的には何を指

し、どう改革すべきとお

考えか。 

４．ふるさと納税の活用も

市    長 

関 係 部 長 
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２．牛久市の各基金

についてうかがい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挙げておられますが、ふ

るさと納税について牛久

市の現状、本来は本市に

入るべき税収がどれほど

流出してしまっていて、

それをどう改善しようと

お考えか。 

５．市内の活発な交流の為

に交通インフラ整備を進

めるとあります。これに

も大いに賛同しますが現

行のシステムのどこに問

題を感じ、どう変えよう

とお考えか。 

 

１．財政調整基金の令和４

年度末見込み額と決算額

を比べると12億円ほどの

上振れがありますがこれ

はどのような背景がある

のかをうかがいます。 

２．一般的に財政調整基金

は標準財政規模の10%～

20%が適正と言われてお

り、総務省が平成29年度

に行った全国調査でも、

「5%超～20%以下」とす

る回答が最も多い結果で

した。 

 牛久市の令和４年度での

その割合は21.1%となっ

ていますが、この事につ

いての受け止めをうかが

う。 

３．牛久市は臨時財政対策

債については借金として

捉えた管理を行っており

ますとHPに記載されてい

ます。しかし総務省のHP

では、全額を後年度地方

交付税の基準財政需要額

に算入することとされ各

地方公共団体の財政運営

に支障が生ずることのな

いよう措置されています

とあります。 

 この事についての受け止

めをうかがう。 

４．減債基金残高は令和２

年と令和３年とを比べる

とほぼ倍増し令和４年度
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３．小中学校給食費

の無償化について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．学校教室におけ

る異常な高温対策

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もそれが維持されていま

す。減債基金の適切な残

高とはどれくらいと想定

し、また何を根拠として

いるのか。 

 

１．先の令和５年第二回定

例会で採択された請願第

４号【小中学校の学校給

食費無償化と地場産食材

の拡充を求める請願書】

についてですが給食費の

無償化について、その後

の進捗をうかがう。 

２．茨城県内では11自治体

で既に給食費の無償化が

行われており、一覧表に

その自治体のデータをま

とめています。一見する

と他市町村で行えて牛久

市でできないとは思えな

いのですが無償化に踏み

切れない一番大きな理由

についてうかがう。 

 

１．本年７月に議会見学に

来られた下根中学校の生

徒から、教室がかなり暑

くて午後になるとエアコ

ンが効かずとても暑いと

の意見がありました。平

成30年に文科省から出さ

れた学校環境衛生基準の

一部改正についての通知

によると、最低限必要な

測定器の精度を示すよう

見直したこと、望ましい

温度の基準を17℃以上、

28℃以下に見直したこと

とあります。牛久市立の

小中学校の教室の室温は

どうなっているのかをう

かがう。 

 各校、一番熱い教室の位

置と室温をお示しくださ

い。 

２．なぜエアコンがついて

いてもこれほどまでに教

室内の温度が高いのか？

執行部の認識をうかが

う。 
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５．マイナカードに

ついて 

 

 

 

 現在積み増されている基

金を、将来の電気代抑制

の為、何より生徒の健康

の為の断熱工事に資金を

投ずるべきだと考える

が、執行部の考えをうか

がう。 

 

１．本市におけるマイナカ

ードの発行数、人口に対

する発行率、それぞれを

うかがう。 

２．市内の病院やクリニッ

クなど、保険証が必要に

なる施設において、マイ

ナ保険証を使用する際必

要になる顔認証付きカー

ドリーダーの設置状況に

ついてをうかがう。 

３．全国の市区町村長を対

象に共同通信が実施した

アンケートによると、９

０％がマイナンバーカー

ドに関する事務負担を重

いと感じている。また、

来年秋に予定されている

現行保険証を廃止する方

針に対し４割超が延期を

求めているとの新聞報道

もありました。 

 この件に関しての本市の

受け止めをうかがう。 
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令和５年第３回牛久市議会定例会 

 

議事日程第２号 

    令和５年１０月１２日（木）午前１０時開議 

 日程第１．一般質問 

         ――――――――――――――――――――――――― 

午前１０時０７分開議 

○諸橋太一郎 議長 おはようございます。 

 本日の会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を行います。 

 今期定例会の通告者は１９人です。通告順に従って質問を許します。 

 ここで、質問者及び答弁者に申し上げます。一般質問は内容を的確に捉え、明瞭簡潔にされる

ようお願いいたします。 

         ――――――――――――○―――――――――――― 

 一般質問 

 

○諸橋太一郎 議長 初めに、５番池辺己実夫議員。 

      〔５番池辺己実夫議員登壇〕 

○５番 池辺己実夫 議員 改めて、皆さん、おはようございます。今定例会、一番最初、トッ

プでの登壇になります。今期は無会派で活動しています池辺己実夫です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、始めさせていただきます。 

 まず初めに、９月１０日に執行されました牛久市長選挙で見事に当選されました沼田和利市長

に心よりお祝いを申し上げます。沼田市長におかれましては、これからの４年間、公約に挙げた

数々の政策の実現を目指し、御活躍されることを御祈念申し上げます。特に牛久市は、牛久シャ

トーや牛久大仏といった県内でも有数の観光資源を有するほか、他自治体と比較しても様々な観

光資源が豊富にあると思います。しかし、これまでそれらの観光資源を十分に活用した政策が実

施されていないと私は強く感じておりました。そのような中で、当選直後の新聞取材に、まずは

観光振興と職員の意識改革に取り組みたいと強い決意を語られたことで、沼田市長の取組の第一

に、観光政策の充実が挙げられたと理解いたしました。これから行います私の一般質問が、市長

が職員の意識改革を行う上で、職員意識の現状把握の１つの助けになればと思って一般質問を進

めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 今回の質問では、前回６月定例会で質問した内容を踏まえて質問を進めてまいりたいと思いま

す。沼田市長におかれましては、就任間もないこともあり、業務や職員の現状を把握するにはあ

まりにも時間がない中での一般質問となりますが、私自身が日々感じている市役所の現状をるる

申し述べつつ質問させていただきますので、誠に僣越でありますが、私の質問を通して市役所の
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現状を推察していただき、これからの市政運営の参考にしてもらえばと、私の思いを込めて質問

したいと思います。 

 私は、前回文化スポーツの振興をテーマに一般質問を行いました。この質問の趣旨といたしま

しては、文化スポーツの振興施策のマネジメントと実践、両方の役割を担うことによって、顕在

化している不具合を明らかにし、そのことによる弊害や課題を解消する方策の１つとして、近隣

自治体との連携や民間活力の活用という手法について、市の考え方や取り組む意思を持っている

かをお尋ねするものでありました。 

 執行部答弁において、牛久市単独で振興を展開することに限界が見えており、これからは近隣

市町村との連携による広域的な対応も必要であるなど、私が意図する趣旨とほぼ同じ方向を持っ

た前向きな答弁をいただいたと強く感じた次第です。そして、このような解決方法を実行に移す

ためにも、全庁舎的、横断的に検討すべき課題であるとの認識を全職員が共有し、企画部門が中

心となって調査研究を進めていただきたいと強く思ったところであります。 

 そういった中で、同僚議員が行った一般質問の執行部答弁の中で、特に大変気になったところ

があり、それは私が行った一般質問の趣旨にも通ずるところがありました。同僚議員の答弁を聞

いた私は、今の牛久市には調査研究といった、本当に悠長なことを言っている状況ではなく、今

すぐにでも対策を講じなければならないのではないかと強く感じたことから、前回に引き続き、

さらに掘り下げた内容で市の考え方をお伺いする必要性を強く感じました。 

 そのため今回の質問では、同僚議員への答弁を引用しながら、前回質問で明らかとなった弊害

や課題の解消のための本当に具体的な方策の実施について、牛久市のお考えを伺いたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 前置きが大変長くなりましたが、同僚議員の質問で気になったところというのは、職員数に関

する執行部答弁についてであります。同僚議員が類似団体などの職員数の例を挙げて、職員数の

少なさを指摘されておりましたが、執行部からは、令和３年４月１日時点で牛久市の人口が８万

４，６９６人で、定員管理上の職員数は３４８人、最新の数値では３５３人であるとの答弁があ

り、当市の職員採用において、年齢構成の偏りの是正を最優先課題として捉え、採用計画を策定

して、令和１０年度までに定員管理上の職員数を４３０人程度になるよう、長期的、継続的な視

点に立った計画的な採用を実施していきますとの答弁がありました。当時の根本市長も、現状の

職員数ではちょっと少ないと思われているようで、職員数は４３０人程度が望ましいと答弁され

ておりました。 

 そこで、地方公共団体の定員数について、私もちょっとだけネットで調べてみたのですが、地

方公共団体の職員定数では、総務省が定員モデル数というものを示しているようですが、牛久市

の現在の職員数は、総務省の定員モデル数と比較してどのような状況なのでしょうか。 

 そこでお伺いします。現在分かる時点で結構ですので、牛久市の定員管理上の職員数と、総務

省の定員モデル職員数について、それぞれ何人となるのかお示しください。 

○諸橋太一郎 議長 本多 聡総務部次長。 

○本多 聡 総務部次長兼人事課長 一般行政部門を対象として、地方公共団体の部門ごとの職
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員数と平均的な試算で職員数を部門別に参考指標として算出することができる総務省の定員モデ

ルでございますが、第１０次定員モデルにより算出した職員数は３５７人となっております。こ

れは、当市の平成３０年度の職員数を基礎として算出されている人数でございますが、令和５年

度における当市の職員数は３５３人ですので、総務省の定員モデルの試算とほぼ同数と認識して

おります。 

 なお、この定員モデルは、地方公共団体の地域特性や地域の実情を踏まえた人事行政の実施を

前提として、あくまで参考指標として算出されたものであることを申し添えます。 

○諸橋太一郎 議長 池辺己実夫議員。 

○５番 池辺己実夫 議員 どうもありがとうございました。 

 正直、ここにいるみんな結構びっくりしているのではないかと思います、牛久市が定員モデル

数と一緒というのは。牛久市は、私は少ないと思っていたのですよ。だから、日本中の自治体は

かなり定員数というか、人数が多いというふうに、総務省の定員数と比較すると、そういう感じ

を受けますよね。結論から言えば、地方自治体の本当に皆さんの大変な仕事を総務省は分かって

いなくて、机上の空論みたいな形で策定しているのかなみたいな印象を受けました。 

 それでは、続けます。牛久市の定員管理上の職員数は、この１０年間、大体３５０人から３５

５人程度で推移し、全く増加していません。そのような状況にありながら、５年後の令和１０年

度に、今より約８０人も多い４３０人程度まで職員を増やすという計画は、実現が本当に可能な

のでしょうか。これまでもいろいろな事情、コロナとかいろんなことがあって、計画どおりにい

かなかったとは思いますが、この数年については、定年退職者も多くなることは、本当に事前か

ら分かっていたことですし、早期退職がある程度発生することも予測して採用計画を調整する必

要があったのではないでしょうか。にもかかわらず、職員数が増えていない、予定どおりに採用

できていないという状況は、もしかすると市民サービスの低下につながりかねない、本当に重要

な問題だと思います。 

 ここは結構大事なところなのですけれども、総務省のホームページでは、地方公共団体の定員

数は、最少の経費で最大の効果を上げるとともに、常にその組織及び運営の合理化に努め、その

規模の適正化を図らなければならないとしていますが、地方自治体の職員数については、その自

治体の業務実態に即した職員数となっているかどうかをしっかりと見極めた上で適正な規模を定

めて、住民サービスに努めるよう、人事部門におかれましては、着実な職員採用の努力をしてい

ただくことを切に望みます。 

 それでは、次の質問ですが、６月の定例会での執行部答弁を聞いた時点で私は、なるほど牛久

市は長期的かつ継続的な視点で計画的に職員を採用していくんだなとそのときは思いましたが、

よく考えてみますと、大きく増加が期待できない昨今、今から５年後、令和１０年のことです。

業務量とか、仕事量ですかね、職員の皆さんが日々行っている仕事の内容、やっぱり人口が減っ

ているので、さほど大きな違いが生じるとは考えづらいと思います。ということは、職員の皆さ

んの今の仕事量と、５年後の令和１０年度の仕事量とは、そんなに大きな違いはないことになり

ます。それならば、今現在本当は４３０人程度の職員数が必要なのに、８０人近く少ない職員数
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で仕事をしているということになるのではないかと私は考えました。 

 執行部答弁では、年齢構成の課題の是正を最優先課題としてと言っておられましたが、時間を

かけて年齢構成の偏りを是正するなどという、本当に悠長なことを言っていられないのではない

でしょうか。まずは必要な職員数を確保することが最優先課題なのではないでしょうか。もちろ

ん組織として、これは会社も一緒ですが、経験の豊富な職員から少ない職員がバランスよく配置

されて、初めて質の高い会社にもなりますし、質の高い仕事もできる体制が整うことは分かって

います。そのためには、ある程度の職員数が必要になることは、私は間違いないと思っています。 

 そこで質問ですが、適切な職員数の確保という課題こそが、最も最優先的に解消すべき課題だ

と私は考えているのですが、なぜ牛久市は年齢構成の偏りの是正を最優先課題とするのでしょう

か、その理由を聞かせてください。 

○諸橋太一郎 議長 本多 聡総務部次長。 

○本多 聡 総務部次長兼人事課長 年齢構成の偏りの是正を最優先とする理由ですが、長期的

に安定した組織運営を図るためには年齢構成を平準化し、過去に経験した定年による大量退職の

弊害を回避する必要があると考えております。しかしながら、将来の心配ばかりではなく、今ま

さに目の前で起こっている職員数の不足を解消するために、４０歳代後半まで受験できる枠を設

け、即戦力となる人材確保にも取り組んでおります。年齢制限を設けずに試験を実施している自

治体もございますが、当市におきましては、年齢構成の早期正常化を図るとともに、様々な分野

でノウハウを蓄積し、後進に継承しながら、長期的に市政を担える人材を育成してまいります。 

○諸橋太一郎 議長 池辺己実夫議員。 

○５番 池辺己実夫 議員 今の説明ありがとうございます。ただ、私も市役所内部を回って、

いろんな職員から、人が足りないんだよなということをよく耳にして、私もその実情、議会事務

局に関してもその実情は一緒です。このような状況は、業務実施に対する質の低下など、市民サ

ービスへの直接的な影響といったことばかりでなくて、ここにいる職員の方は皆さん優秀ですけ

れども、目の前の業務をこなすことだけに集中して、結果的に中間層職員の若年層職員への指導

とか、教育の時間が短くなってしまったり、近い将来、管理職に登用される中間層職員の指導力

が不足して、若年層職員の人材育成が十分に行われなくなるなど、様々な問題というか、弊害が

危惧されます。 

 市民へのサービス提供の最前線に立つ職員の皆さんが、本当に十分な知識や技術を習得し、さ

らには管理職として市の政策遂行のために必要な指導力がしっかりと身につけられるような組織

づくりには、職員の資質だけでなく、数の問題も大きく関係すると考えますが、人数の確保を優

先すべきではないかという点について、再度お伺いします。 

○諸橋太一郎 議長 本多 聡総務部次長。 

○本多 聡 総務部次長兼人事課長 再度の御質問にお答えいたします。 

 職員の資質だけではなく、職員数の確保は大変重要な問題であると、課題であると考えており

ます。質問にもございました、中間層職員のマネジメント能力を向上させるためにも、現在不足

している中間層の採用に注力するとともに、全体職員数にも配慮しながら積極的な職員数の確保
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に努め、若年層職員の育成、管理職に必要な指導力の習得など、将来を見据えた人材育成に取り

組んでまいります。 

 今後も中間層職員のマネジメント能力の向上を目的とした階層別研修などを継続的に実施し、

各階層の職責に応じた能力を習得できるよう努めてまいります。 

○諸橋太一郎 議長 池辺己実夫議員。 

○５番 池辺己実夫 議員 それでは、次の質問に入ります。 

 平成３０年度から令和５年度の職員数の推移は、平成３０年度の３５５人に対して、令和５年

度の３５３人と、２名の減との答弁がありました。繰り返しになりますが、この６年間で職員数

が増えていないという現状の中で、定員管理上の職員数をあと４年ですか、令和１０年度までに、

５年ですか、令和１０年度までに４３０人程度にするという計画は、本当に達成が可能な計画な

のでしょうか。 

 私は、今回この質問をするのに、近隣の市町村の人たちにも伺ってきたのですが、ある町では

職員募集をしたところ、エントリーシートが１通も届かなかったとか、また別の市では募集に対

して採用数に達することができず、追加の採用試験を実施した近隣自治体が幾つもありました。

こういったことを言っては失礼なのですが、就職先として、余り給料もよくない牛久市役所職員

といった職種の魅力が薄れているのかなとも思ったりしています。 

 そこで質問ですが、当市の採用試験において、募集人数に対する採用人数はどのような状況で

あったのか。また、募集人数に達しなかった場合はどのような対応をなされたのか。平成３０年

度から令和５年度に実施した職員採用における牛久市の対応状況をお聞かせください。 

○諸橋太一郎 議長 本多 聡総務部次長。 

○本多 聡 総務部次長兼人事課長 直近６年間の職員採用試験における応募者数と採用人数の

推移についてですが、応募者数、合格者数、辞退者数、採用者数の順に申し上げますと、平成３

０年度が２回実施しまして１８５人、２１人、１人、２０人、令和元年度が２回実施で１８４人、

２５人、６人、１９人、令和２年度が１回実施で１３０人、１８人、０人、１８人、令和３年度

が３回実施で２５６人、３２人、３人、２９人、令和４年度が２回実施で２０７人、１９人、６

人、１３人、令和５年度の今年度ですが、１回目の試験が８５人受験しまして１３人、１人、１

２人となっております。 

 ほかの自治体との併願により試験を途中で辞退する受験者も増えており、最終合格を通知した

後の辞退も少なくないことから、計画どおりに採用できておらず、特に本年度においては、臨時

的任用職員を採用して欠員を補充している状況でございます。この状況を少しでも早く改善する

ため、継続的な採用試験の実施はもとより、業務の見直しを図り、職員の業務負担の軽減に努め

てまいりたいと考えております。 

○諸橋太一郎 議長 池辺己実夫議員。 

○５番 池辺己実夫 議員 ここまでの質問で牛久市は、職員数は少ないが、市民サービスの低

下を招かないよう、優秀な職員の皆さんが頑張って仕事をしている。職員数を伸ばすというか、

増やす計画はあるが、計画どおりに採用が進むかは、これまでの状況からも何とも言えない、分
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からない、増やせるかなみたいな形だと改めて確認できました。 

 それでは、これまで確認してきた問題や弊害の解消策について、少し視点を変えて考えてみた

いと思います。例えば少ない人数に合わせて、皆さんの仕事の量を減らすということは考えられ

ないのでしょうか。市役所の仕事量を減らすというと、即、市民サービスの低下につながらない

かと、池辺何言っているのだみたいな声が聞こえそうではありますが、市民サービスを低下させ

ずに仕事の量を減らす方法はないのでしょうか。例えば沼田市長もよく言葉にしている、最近耳

にすることも多くなってきたＤＸ、デジタルトランスフォーメーション、市役所業務がＤＸ化を

進めて業務効率を上げ、職員の負担軽減を図りながら市民サービスの向上も図れるよう、ぜひ取

り組んでいただきたい業務改善の一つであります。 

 ６月の一般質問で私は、文化・スポーツの振興の取組方法として、民間活力の活用という点を

質問いたしました。牛久市は、文化スポーツ施設の維持管理の一部を民間事業者に業務委託して

いるものの、運営形態は直営によるものであることは周知のとおりであります。仮にこれから、

文化スポーツの施設管理や運営そのものを民間事業者に任せることができれば、現在それらの業

務に従事している職員を、不足している他の業務に配置転換することが可能となるのではないで

しょうか。 

 そこで伺います。現在、牛久市で指定管理制度を利用した業務はあるのでしょうか。あるので

あれば、どのような業務について指定管理制度を活用し、どんな企業が運営を任されているのか。

また、指定管理制度を活用する以前は直営で実施していた業務だと思いますので、その業務に従

事する職員数はどのように変化していったのでしょうか。数値的な変化と内容的な変化の両方を

お示しください。 

○諸橋太一郎 議長 藤木光二建設部次長。 

○藤木光二 建設部次長兼都市計画課長 当市では、指定管理者制度を利用し、牛久自然観察の

森の運営、市営駐車場及び駐輪場の管理運営、こども発達支援センターのぞみ園の業務について

活用しております。 

 初めに、牛久自然観察の森の運営につきましては、平成１８年度より指定管理者制度を導入し、

施設及び設備の維持管理、自然に親しむ学習活動の指導及び啓発、自然環境の保全及び里山保全

活動の育成並びに指導を主な業務とし、当該管理運営に係る月次報告書及び年次報告書を確認し

ております。 

 次に、市営駐車場及び駐輪場の管理運営につきましては、平成２７年度より指定管理者制度を

導入し、駐車場及び駐輪場の利用許可並びに一時利用の承認、施設及び附帯設備の維持管理、利

用料金の徴収に関することを主な業務内容とし、当該管理運営に係る月次報告書及び年次報告書

を確認しております。 

 続きまして、こども発達支援センターのぞみ園につきましては、平成１８年度より指定管理者

制度を導入し、児童福祉法の児童発達支援事業及び施設管理に関することを主な業務とし、当該

管理運営に係る四半期ごとの報告書及び年次報告書を確認しております。 

 なお、いずれの指定管理者制度の活用につきましても、市で管理していたときには、当該業務
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を複数人で、複数の業務の１つとして担当していたことから、明確に職員数を特定することは難

しい状況でございます。しかしながら、当該業務の指定管理者制度の活用により、職員の業務負

担が軽減されるとともに、他業務への人員充実が図られることから、所管課の業務の充実にもつ

ながっていると考えております。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 池辺己実夫議員。 

○５番 池辺己実夫 議員 人数の数字がちょっと出なかったのが少し残念なのですけれども、

でも今の答弁にもあったように、指定管理者制度を活用することで、直営で行っていた頃よりも、

業務従事する人の時間とか人数はある程度減らすことができたと、今の答弁でも私なりにそのよ

うになったのではないかなと思いました。 

 それでも、牛久市は直営で行う業務が多過ぎるといったような声を聞きます。このような指定

管理制度を積極的に活用することで、住民サービスの内容を変えずに、少ない職員数で業務が継

続できるのではないかと思います。 

 近隣の龍ケ崎市、土浦市、つくば市、取手市などは、市の外郭団体である公益財団法人、土浦

だけは一般財団法人でしたが、文化施設やスポーツ施設の管理運営を指定管理者として任せてい

ます。各市と緊密な関係性の中で市の政策を忠実に実行し、一方で市民サービスの低下を招かず

に効率的な運営を期待できるのは、公益的に事業を市と実行することで税制上の優遇も受けられ、

かつ利益追求を一番の目的としない公益財団法人だけしか、私はないではないかと思うのではあ

りますが、もちろん業務発注における競争性が失われるというデメリットがあることはもちろん

理解しています。しかし、福祉部門では、本来当市が実施すべき事業を社会福祉協議会が市に代

わって実施しているように、牛久市では図書館もＮＰＯのリーブルの会と共同で成果を出してい

ることも、文化スポーツ部門においても、市が主導して設立する公益財団による運営にしっかり

とかじを切る決断があってもよいのではないかと考えます。 

 ６月の答弁では、財団の設立にこだわらないと執行部の答弁があり、文化スポーツ施設につい

ては、今後も基本的に市が直営で行うということを前提とした答弁があったように感じました。

非常に残念でした。職員不足による業務の現状認識に、私はかけ離れた甘さを感じましたし、施

設等の管理運営手法を見直すといった現状の問題点を積極的に解消するという意思も全然感じら

れなかったというのが本当に素直な感想でした。図らずも、同僚議員の、職員数が少ないのでは

ないかとの質問を聞きながら、私は、牛久市は実現したい政策の方向性を示しつつ、司令塔的な

役割を担い、その事業そのものは公益財団が担う、そのような体制を構築することで、職員数の

少なさをカバーしつつ、目的は達成できるのではないかと本当に思った次第であり、将来的な職

員の採用人数も抑えることができると、私はそう思っています。このことについて、市の見解を

お聞かせください。 

○諸橋太一郎 議長 沼田和利市長。 

○沼田和利 市長 池辺議員の質問にお答えいたします。 

 市民に対するサービスの提供につきましては、総合計画におきましても、近隣市町村や民間と
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の連携による時代に合ったサービスづくりと位置づけているところであります。 

 また、総合計画におきましては、その現状と課題として、公共事業において民間資本やノウハ

ウを活用する事例は増えていることに触れ、民間企業の経済的合理性やサービスのノウハウを活

用することで、行政サービスの質を高めることは有益であることから、民間に任せられるものを

洗い出し、適切な方法で民間委託を実施していくこととしております。 

 これまでも総合計画に位置づけているとおり、民間委託、指定管理者制度の活用、公設民営方

式の導入などを検討しながら市政運営を進めてまいりましたが、議員の御指摘のとおり、業務を

進める上で市の職員が不足となる部分も生じており、そのことにより市民に対するサービスの提

供が低下することがあってはならないものと考えております。 

 今後におきましても、各業務を実施する上でＤＸの推進や、また財団法人、ＮＰＯ、社会福祉

法人を含め、あらゆる可能性を排除することなく、民間委託の検討をすることで業務量のスリム

化を目指し、職員の適材適所の配置により職員が持つ能力を最大限に活用しながら、市民サービ

スの提供につなげられるよう努めてまいります。 

 そして最後に、先ほどから質問に対して答弁させていただいておりましたが、適材適所という

のは、今の職員の圧倒的なマンパワーを改善する一つのすべであると思っております。というこ

とでございますので、決して職員を採らないといったことではございません。職員を採る、採用

する上で、それは今後退職者が増えていく中で、それを補うカバーというものはしていかなくて

はならない。また、採用するに当たって、採用してからその職員の方が、ちゃんと仕事ができる

ようになるまでは、やはり数年かかりますので、そういった意味で適材適所というのは、今の職

員の人数を加味しての話でもございます。 

 先ほどから申し上げておりますとおり、またカバーする上でＤＸの推進というのは、今の職員

の業務負担を軽減する一つの手段であるとも思っております。池辺議員のおっしゃっているとお

りの内容もありますので、一つ一つ検討しながら、また皆様の御意見、そして働いている職員の

方の意見も聞きながら、適正な人員を確保していくように努めてまいりますので、ぜひとも御理

解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○諸橋太一郎 議長 池辺己実夫議員。 

○５番 池辺己実夫 議員 沼田市長、本当に自ら賛同するような前向きな、本当に前向きな答

弁いただいてありがとうございます。 

 今までの答弁を踏まえますと、目標とする職員数を確保するためには、中長期的にわたる時間

が必要であること、また過去の実績からは、必要とする人材の確保が確実に行われると予測が大

変難しい、想定できにくいこと、これらを思えば、近隣自治体がそうしているように、文化スポ

ーツ施設等の管理運営について、指定管理者制度を活用した、先ほど市長からも同じような方向

性のお話が出ましたが、外部委託、アウトソーシングすることで、市が直接行う業務そのものを

なくし、それによって生み出した職員数を不足する部署へ配置転換するといった方法を採用する

必要があると考えます。そして、このような新たなサービス提供方法を実践し、そのノウハウを

蓄積することで、文化スポーツ分野に限らず、様々な部門でのアウトソーシングが可能性を高め、
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結果的に職員数の不足による市民サービスの低下や職員の労働環境の悪化を防ぐ体制が確立され

ると私は考えます。 

 そして、それを可能にする事業体こそが、公益的な事業を思い、行い、利益追求を企業の最大

の目的としない公益財団法人であり、その設立を市が主導して本当に速やかに、可及速やかに進

めていくべきだと私は考えます。 

 沼田市長が誕生したこのタイミングで、これまでの何でもかんでも市職員が行う業務実施の在

り方を、本当に根本的に見直すことで、職員数が不足しているといった当面の問題を解決すると

ともに、より効率的な市民サービスを提供する新たな手段が構築できると考えますが、公益財団

法人の設立について、市の見解をお聞かせください。 

○諸橋太一郎 議長 二野屏公司経営企画部長。 

○二野屏公司 経営企画部長 指定管理者制度につきましては、平成１５年の地方自治法の改正

により、地方公共団体の出資法人、公共団体及び公共的団体に限って委託できるとした管理委託

制度が廃止され、これらの団体に加え、幅広く民間事業者を含んだ地方公共団体が指定するもの

が、管理を代行する制度として創設されました。 

 本市におきましては、その当時、管理委託制度として実施しておりました障害児療育センター

のぞみ園の条例を改正し、現在のこども発達支援センターのぞみ園として、指定管理者による運

営を開始いたしました。その後は、議員御承知のとおり、牛久自然観察の森及び牛久市駐車場の

指定管理による運営を行っております。 

 また、指定管理を除く業務に関しましては、これまでもシステムエンジニアによる電算管理運

用支援や、職員の負担軽減を図るべく、封入封緘などのアウトソーシングなどを委託し、専門的

知識の補完、市職員の業務負担軽減、また業務の効率化に努めているところでございます。 

 しかしながら、議員御指摘のとおり、より効率的な市民サービスを提供するためには、ＤＸの

推進をはじめ、公共施設における指定管理者制度等のさらなる活用や、アウトソーシングによる

業務の効率化につきまして、今後の市政運営において、避けては通れない喫緊の課題と認識して

おります。 

 今後、それらの課題をクリアしていくためには、委託する業務の性質、委託方法などを十分に

検討し、公益財団の活用なども含め、あらゆる可能性を排除することなく比較検討の上、行政サ

ービスを効果的、効率的に提供する方法を引き続き調査研究してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 池辺己実夫議員。 

○５番 池辺己実夫 議員 ありがとうございました。 

 今、本当に部長も前向きに言っていただいて、本当にそのとおりだなとは思うのですけれども、

私は今まで、ここにいる議員たちもみんなそうだと思うのですけれども、「調査研究してまいり

ますので御理解ください」と、よくその言葉を使われてしまうのですが、これ本当に沼田市長、

目の前にいて本当に申し訳ないのですけれども、就任に当たって、スピード感を持って市政の課

題を解決されると決意表明でも言われていたのですけれども、調査研究、もちろんこれ１１月で
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もうすぐ１２月の議会になってしまいますけれども、そこまでで調査研究がどうのこうのではな

くて半年間時間いただけますかとか、例えば３か月時間は欲しいとか、その具体的なところをち

ょっと聞きたいなと思いますので、答えられる範囲で答えていただきたいなと思います。 

○諸橋太一郎 議長 二野屏公司経営企画部長。 

○二野屏公司 経営企画部長 既に外部委託を実施している施設以外で、現時点において具体的

に検討に入っているという話は伺っておりませんので、明確な時期をお示しすることはできませ

んが、既に次年度事業の検討に入る時期とはなっておりますので、予算ヒアリングなどを通じま

して、各課の業務における方向性などを確認しながら、将来を見据えて、市と市民双方にメリッ

トのある施設管理を含めた業務の在り方についてしっかり検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 池辺己実夫議員。 

○５番 池辺己実夫 議員 これ以上はちょっと詰めませんが、私の今日の感じたことです。今

回の質問では、これから市政のかじ取りを進めていく沼田市長の本当に手となり足となって働い

てもらう牛久市市役所職員の現状について、私は内部ではありませんが、かといって全く外部で

はない、皆さんから信託を受けて、現在市議会議員という立場で、その目を通して感じているこ

と、また改善したほうがいいと思うことを質問や提案という形で取り上げてみました。冒頭に申

し上げたように、沼田市長は、観光振興と職員の意識改革に第一に取り組む決意を語られており

ましたので、市役所の私から見た現状を把握する、少しでも沼田市長が現状を把握できる、参考

になる質問になってくれたら、私は幸いです。 

 沼田市長におかれましては、前根本市政を継承しつつも、見直すべきところはしっかりと見直

し、牛久市のさらなるアップデートを図られることを期待して、私の一般質問を終わります。あ

りがとうございました。 

○諸橋太一郎 議長 以上で、５番池辺己実夫議員の一般質問は終わりました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１１時といたします。 

                午前１０時５６分休憩 

         ――――――――――――――――――――――――― 

                午前１１時０５分開議 

○諸橋太一郎 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、１番鈴木勝利議員。 

      〔１番鈴木勝利議員登壇〕 

○１番 鈴木勝利 議員 公明党の鈴木でございます。通告順に従いまして質問させていただき

ます。 

 まず最初に、耕作放棄地の現状と対策についてでございます。 

 農業が抱える問題といえば、農業従事者の高齢化、後継者不足、耕作放棄地の増加等々が考え

られます。長い間指摘され続けてきた問題でありながら、なかなか改善を図ることが難しい問題
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です。今回、特に耕作放棄地の増加の問題について質問いたしますが、本来これらはお互いに関

連し合っている問題で、１つの問題を取り上げて、それだけの改善や解決策を考えることは、あ

まり意味をなさないと思われますが、随時そのほかの問題についても言及してまいりたいと考え

ております。 

 さて、そもそも耕作放棄地とは何を意味するのでしょうか。似た言葉に遊休農地や荒廃農地等

がありますが、辞書等で調べると、それらは統計上の用語であったり、法令上の用語であったり

の違いはありますが、同様な意味を指しているとも思われます。まずは、定義をお示しください。 

○諸橋太一郎 議長 榎本友好農業委員会事務局長。 

○榎本友好 農業委員会事務局長 まず、耕作放棄地の定義ですが、以前耕作をしていた土地で、

過去１年以上作物を作付せず、この数年の間に再び作付する考えのない土地とされており、５年

に１度調査が行われる農林業センサスにおいて、農家等の意思に基づき調査、把握したもので、

統計上の用語となっております。 

 次に、遊休農地ですが、農地法で定める法令上の用語であり、現に耕作の目的に供されておら

ず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地である１号遊休農地と、その農業上

の利用の程度が、その周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められ

る農地である２号遊休農地が定義されております。なお、１号遊休農地については、荒廃の状況

に応じて、草刈りなどにより直ちに耕作可能となる農地である緑区分と、重機等による基盤整備

などを実施することにより再生可能な農地となる黄区分に分けて調査、集計しております。 

 次に、荒廃農地ですが、農林水産省の荒廃農地の発生・解消状況に関する調査において、現に

耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可

能となっている農地と定義されており、調査上の用語となっております。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 では、本市の耕作放棄地の面積と推移を伺います。 

○諸橋太一郎 議長 榎本友好農業委員会事務局長。 

○榎本友好 農業委員会事務局長 本市の耕作放棄地の面積につきましては、直近の数字である

令和４年度は、市内の全農地面積１，８１７ヘクタールの約４分の１に当たる約４５７ヘクター

ルとなっております。 

 また、推移といたしましては、調査集計方法が令和３年度より変更となっているため、令和３

年度との比較のみとなりますが、令和３年度の遊休農地等の面積４１３ヘクタールと比較いたし

まして、４４ヘクタール、約１割ほど増加しているという現状となっております。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 次に、耕作放棄地の問題点を伺います。 

 耕作放棄地は、一度耕作放棄地にしてしまうと、元の農地に戻すことが困難であったり、雑草

や害虫の発生、野生生物の侵入、ごみの不法投棄、その他防犯、防災上の問題もあるかと考えま

すが、本市の見解を伺います。 

○諸橋太一郎 議長 榎本友好農業委員会事務局長。 
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○榎本友好 農業委員会事務局長 耕作放棄地の問題点といたしましては、まず周辺地域の営農

環境への悪影響があります。病害虫、鳥獣被害の発生、雑草の繁茂などの直接的な影響のほか、

共同で管理する用排水施設の管理への支障などが挙げられます。また、それらの悪影響が、地域

で中心となって農業を担う経営者への農地集積の阻害要因ともなっております。また、地域住民

の生活環境への悪影響といたしまして、土砂やごみの不法投棄などが挙げられます。さらに農地

が管理されなくなると、火災発生の原因となるなど、災害等のリスクの増加も懸念されます。 

 以上のように、耕作放棄地は周りの環境に様々な悪影響を与えるおそれがあり、また一度耕作

をやめると、年数を経るごとに荒廃が進み、農地としての再生がより困難な状況になっていくと

いう問題点が考えられます。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 続いて、耕作放棄地が増加する原因について伺います。これは、先ほ

ども述べましたように、農業の抱えるその他の問題にも関連することで、農業従事者の高齢化や

後継者不足が大きな原因だと思われますが、本市の見解を伺います。 

○諸橋太一郎 議長 榎本友好農業委員会事務局長。 

○榎本友好 農業委員会事務局長 耕作放棄地の増加の主な原因といたしましては、高齢化、後

継者不足が挙げられており、令和３年度に農業委員会事務局で実施いたしましたアンケートの結

果でも６３％の方が、後継者がいないと回答しております。また、５年後の農地活用についても、

後継者が耕作すると回答したのは、僅か３％という結果となっております。その他、農産物の価

格低迷や鳥獣被害が大きいためといった農業経営条件の悪化も原因の１つとなっております。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 では、こうした耕作放棄地の増加に対して、どのような対策を実施し

ているのか、お伺いいたします。 

 そもそも耕作放棄地が増加するのは、ただいまも答弁にありましたとおり、農業従事者の減少

に起因しているのですから、それに対する具体的な対策が必要になります。 

 また、耕作放棄地そのものを活用することによって、その増加を防ぐことも考えられます。か

つて本市では、バイオマスタウン構想の施策の１つとして、資源作物である菜種を栽培するに当

たって、耕作放棄地を活用事例として取り上げておりました。また、農地中間管理機構、いわゆ

る農地バンクを活用する対策も考えられます。それでは、現在具体的にどのような対策が実施さ

れているのかお伺いします。 

○諸橋太一郎 議長 榎本友好農業委員会事務局長。 

○榎本友好 農業委員会事務局長 耕作放棄地の増加に対する対策といたしましては、現在、農

地等の利用の最適化を進めております。 

 具体的には、将来にわたって、効率的かつ安定的な農業経営を行う農業者である担い手への農

地利用の集積・集約化と、遊休農地等の発生防止解消、そして新規参入の促進を実施しておりま

す。これは、農業委員会法第６条第２項に規定された農業委員会の重要な役割の１つとなってお

り、農業委員１３名と農地利用最適化推進委員５名とにより交代で、事務局と一緒に定期的な農
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地パトロールの実施や、日頃より農業委員等による見守りや声がけを行い、農地所有者の利用意

向や農地の情報の把握に努めております。そして、今使われている農地が荒廃する前に、新たな

担い手につなぐための橋渡しとなるよう、農業政策課とも連携し推進に努めております。 

 実績といたしましては、平成３０年度から令和４年度末までの５年間で２２９筆、約３５ヘク

タールの農地を新たな担い手に集約することにより、新たな耕作放棄地の増加を未然に防いでき

ております。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 耕作放棄地の活用に当たっては、体験型農園の開設、営農型太陽光発

電の導入等のアイデアも考えられます。あるいは、制限はありますが、農地転用という側面から

も考えられます。現在実施している耕作放棄地の増加対策に加えて、今後どのような取組を考え

ているのかお伺いいたします。 

○諸橋太一郎 議長 沼田和利市長。 

○沼田和利 市長 鈴木議員の質問にお答えいたします。 

 耕作放棄地の増加に対する今後の取組としては、事前対策としての農地利用の適正化と併せて、

管理されなくなった農地に対して守るべき農地とそうでない農地とを区分化し、それぞれに対策

を実施していくことを考えております。 

 具体的には、守るべき農地、すなわち再生可能である耕作放棄地については、所有者に対する

利用意向調査を実施し、農地中間管理機構への貸付けや担い手への権利移転を誘導するため、農

政部門の連携を強化し、早い段階で新しい担い手による農業経営が実現するよう推進してまいり

ます。 

 一方で、再生利用が困難である農地については、農業委員会において順次非農地判断を行うこ

とにより、農地以外の用途での土地利用が図れるよう努めていきたいと考えております。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 これまでの答弁で新たな耕作放棄地を防ぐための対策や守るべき農地、

再生可能である耕作放棄地ですか、の農地中間管理機構での活用については理解できました。 

 それでは、耕作放棄地そのものに対して、具体的にどのような活用が考えられるのか。ただい

ま答弁にありました農地以外の活用です。農地以外の用途での土地利用という観点も含めてお伺

いしたいと思います。 

○諸橋太一郎 議長 榎本友好農業委員会事務局長。 

○榎本友好 農業委員会事務局長 ただいま議員より、農地以外での活用という御質問がありま

したが、これまで非農地化した場所での土地利用の具体的な例としてお答えさせていただきます。 

 これまで非農地化した土地での土地利用の例といたしましては、宅地に隣接する小規模なもの

では、宅地の一部としての利用があります。また、太陽光発電施設の設置場や駐車場、周囲の山

林等と一体化し、流通業務施設の用地の一部として活用された事例がございます。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 
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○１番 鈴木勝利 議員 では、最後にこうした耕作放棄地の増加対策を進めるに当たって、ど

のようなことが課題になるかをお伺いします。 

○諸橋太一郎 議長 榎本友好農業委員会事務局長。 

○榎本友好 農業委員会事務局長 お答えいたします。 

 耕作放棄地の今後の対策上、取組上の課題といたしましては、高齢化と後継者不足により、将

来的に効率的かつ安定的な農業経営を行っていく担い手の不足が挙げられます。実際、優良な農

地であっても、そこで農業する人がいなければ耕作放棄地となってしまい、時間の経過とともに

農地への復元が次第に困難となってしまうという現実がございます。 

 守るべき農地とそうでない農地の区分けを進める際の課題といたしましては、非農地化の手続

が挙げられます。国からの通知には、農業委員会が非農地であると判断し、土地の所有者が地目

変更登記を行うべきところを、職権で行うことも可能であると記されておりますが、あくまでも

個人の土地であり、個人の財産であるので、慎重にかつ適切に行っていかなければならないと考

えております。 

 今後、先進地の事例を参考に近隣市町村や関係部署との連携を密にしながら、調整を図りなが

ら進めてまいります。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 耕作放棄地の増加という問題は、農業が抱えている問題そのものであ

り、容易に解決することが難しいということは理解できます。 

 しかしながら、農業問題は地域的な問題にとどまらず、食料自給率、あるいは食料安全保障な

ど国家全体に関わる重要な問題です。今後、より一層重視される問題となるに違いありません。

ただいま答弁にもありましたとおり、全国でも様々な事例が紹介されております。それらも参考

に、改善、解決に向けて、より一層の取組に努めていただきますようお願い申し上げます。 

 次に、不登校支援について質問させていただきます。 

 去る７月２１日、総務省より、不登校・ひきこもりのこども支援に関する政策評価書が、文部

科学省宛て通知されました。これは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の

確保等に関する法律、以下、教育機会確保法と申し上げますが、に基づき策定された義務教育の

段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針、そして子ども・若者育

成支援推進法に基づき策定された子ども・若者育成支援推進大綱、それら基本指針や大綱におけ

る不登校児童生徒に対する支援の基本的な考え方が、実際の支援の場において定着しているか、

また関係機関等が連携して支援策を検討する取組が、個々の児童生徒の状況に応じた支援につな

がっているか、そうした観点から、総体としてどの程度効果を挙げているかを検証し、関係行政

の今後の在り方の検討に資するために実施したものでございます。 

 その実態調査から見えたものは、学校は不登校児童生徒やその保護者への支援として、相談体

制の整備や公的支援情報の提供などを行っていた一方で、児童生徒やその保護者からは、相談し

づらい、民間施設の支援情報も欲しい、学校が登校を前提としているといった意見が聞かれ、学
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校による支援とその児童生徒保護者の受け止めにギャップがあるというものでした。 

 そこで、総務大臣より文部科学大臣に対して、学校は児童生徒や保護者の状況に応じ相談しや

すい環境を整える工夫の検討、実践を続けていくこと。また、国の方針を支援の前提として共有

しつつ、保護者等が求める支援内容を把握し、必要に応じて民間施設等の情報を提供すること。

そして、チーム学校による対応を進めるなどにより、児童生徒に寄り添った支援策となっている

かを振り返りつつ、フォローアップに取り組んでいくことといった、現場で求められる方向性を

示しつつ、学校による支援と児童、保護者の受け止めのギャップを踏まえた支援策の推進を図っ

ていくべきであるとの意見を通知いたしました。 

 さて、不登校対策については、昨年１２月の第４回定例会でも一般質問させていただきました

が、本日はこの総務省の政策評価書を踏まえながら、本市の不登校支援策の効果について質問さ

せていただきます。 

 折しも、先日の報道で学校を３０日以上欠席した不登校状態にある小中学校の児童生徒は、昨

年度、前年度より２２％増え、全国で２９万９，０４８人にも及び、１０年連続で増加し過去最

多となったことが文部科学省の調査で分かりました。 

 そこで、まず直近の本市における小中学校の不登校児童生徒の状況を伺います。 

○諸橋太一郎 議長 吉田充生教育委員会次長。 

○吉田充生 教育委員会次長兼教育企画課長 令和５年度牛久市の小中義務教育学校において、

３０日以上欠席している不登校児童生徒数は、８月末現在で１１２名となっております。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 総務省の政策評価では、学校等において児童生徒の意向を踏まえ、必

要な支援が届けられているか実態を調査するために、小中学校２８校等における支援の実施状況

を実地に調査したほか、児童生徒保護者にアンケートを実施し、各支援に対する受け止めを把握

したとされております。 

 その結果、まず不登校児童生徒の状況把握、アセスメントにおいては、学校への調査では相談

室を設置し、電話やメール等でも受け付け、家庭訪問も実施し、併せて養護教諭やスクールカウ

ンセラーなど複数の者が対応できる体制を整備してきた、また保護者等に対しプリントや保護者

会等で相談方法を全校で周知してきたとの結果が得られました。 

 一方で、児童生徒保護者へのアンケート結果では、児童生徒の約５１％、保護者の３３％が相

談しづらかったと回答しております。その理由は、児童生徒では「自分の気持ちをどう表現すれ

ばよいか分からない」「言っても分からない」「相談内容が漏れないか不安」など。保護者では

「学校が信頼できない」「気持ちの不安定な子に理解、知識のある人に対応してほしい」等との

回答でありました。 

 そこで、まず本市では、現在どのように不登校児童生徒の状況を把握しているか伺います。 

○諸橋太一郎 議長 吉田充生教育委員会次長。 

○吉田充生 教育委員会次長兼教育企画課長 児童生徒が累積で１０日以上欠席した場合、各校

から教育委員会へ長期欠席または不登校として報告されています。教育委員会は、毎月報告され
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るデータを基にして、児童生徒の長期欠席や不登校の状況を把握しております。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 次に、本市でも同じようなアンケート結果が表れるとは限りませんが、

このような相談のしづらさがあれば、それをどのように改善していくべきと考えるのか、本市の

見解を伺います。 

○諸橋太一郎 議長 吉田充生教育委員会次長。 

○吉田充生 教育委員会次長兼教育企画課長 学校では、教員やスクールカウンセラーが教育や

心理の専門性を生かして相談に応じています。しかし、子供や保護者にとっては、医療的支援や

福祉的支援など、教員以外の専門家や学校外の専門機関に相談に乗ってもらうことを望むケース

もあります。また、子供や保護者が学校に直接相談しにくいと感じているケースもあります。そ

こで、不登校で悩む子供や保護者が、自分の思いを表現しやすい相手を、多種多様な専門家や相

談窓口から選んで相談できるようにしたいと考え、現在パンフレットの作成を行っています。パ

ンフレットでは、子育てや福祉に関する市の相談窓口に加えて、県やＳＮＳでの相談窓口、不登

校の保護者の会、市内のフリースクールやフリースペース等の民間施設、県内の夜間中学につい

ても紹介する予定です。教育委員会やきぼうの広場、学校等へのパンフレットの設置や、市のホ

ームページへの掲載により、情報を必要としている方の手元に届きやすいようにしたいと考えて

います。１１月には配布を開始できるようにしていきます。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 パンフレットの作成に取り組むということで、大いに期待していきた

いと思っております。 

 政策評価では、支援情報や国の方針の提供といった支援策の検討についても調査しております。

教育機会確保法に基づく基本方針等では、学校への登校という結果のみを目標にしないとの国の

方針や、学校外で学べる施設や相談窓口等に関する情報を、学校が提供する方針も明確化してい

る中で、学校への調査結果では、約８割の学校が国の方針を保護者等に通知したとしております。 

 一方で、児童生徒保護者へのアンケート結果では、国の方針を知らないという保護者が約６割

に上っております。そして、この方針を知っていれば、学校以外の支援策、支援先を選択した可

能性があるとの回答がありました。 

 また、学校が支援に当たって、登校を前提にしていたとする保護者の意見も見られました。 

 また、支援情報の提供に関しては、学校では、約９割が公的機関の情報を提供しておりました

が、民間施設の情報を提供していたのは約３割で、公平性などの観点から民間施設の情報提供に

は消極的な姿勢がうかがえます。 

 一方で、児童生徒保護者は約７割が民間施設の情報提供を要望し、専門的な知識のある相談窓

口が欲しいといった保護者の意見がありました。 

 そこで、本市では国の方針を保護者等に周知しているのか。周知しているとすれば、どのよう
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に周知しているのか。また、その周知は徹底されていると考えられているのかお伺いいたします。 

○諸橋太一郎 議長 吉田充生教育委員会次長。 

○吉田充生 教育委員会次長兼教育企画課長 平成２９年２月に施行された義務教育の段階にお

ける普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律では、不登校の児童生徒への支援を、

学校に登校するという結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉え、

社会的に自立することを目指すべきだと示されています。 

 この方針に基づき、学校では子供が置かれている状況を意識し、保護者とも相談しながら一人

一人に寄り添った支援を考えています。 

 子供の状況に応じて支援の選択肢は様々です。例えば、友達がいる教室に入ることが難しいと

感じる子供には、友達が集う教室とは別の環境が必要と考えます。学校の状況にもよりますが、

校内の別室で過ごせるようにする選択肢や、時間帯をずらして放課後に登校するという選択肢も

あります。さらに、教育センターきぼうの広場や民間施設を学校以外の選択肢として勧めること

もあります。 

 徹底状況という点についてですが、全員に一律でということではなく、支援を必要としている

子供や保護者に対して、適切なタイミングで伝えるようにしています。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 本市では、民間施設の情報については提供しているのか、提供してい

るとすれば、どのように提供しているのかお伺いいたします。 

○諸橋太一郎 議長 吉田充生教育委員会次長。 

○吉田充生 教育委員会次長兼教育企画課長 民間施設についての支援情報は、必要に応じて提

供しています。例えば、学校に登校することが難しく、日中は保護者が仕事に出るため、子供が

１人で家にいるという保護者に対し、ある小学校では市内のフリースクールを紹介したという例

があります。日頃からの保護者とのやり取りの中で、施設の所在地や利用可能時間等が、家庭や

子供のニーズに合う可能性があると考えたことから、学校より情報提供を行いました。 

 現在のところ、フリースクールの利用には至っていませんが、子供の実態と施設に関する情報

等を結びつけ、少しでも可能性があれば選択肢として紹介することも必要だと感じています。 

 今後は、先ほど述べたパンフレットを活用し、情報を必要とする人がすぐにアクセスできるよ

うにしていきたいと考えています。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 それでは、次に学校外の支援施設に通う児童生徒の活動等の把握状況、

フォローアップについての調査結果を紹介いたします。 

 学校では、調査対象の全校が、児童生徒の学習活動の状況等を継続して把握しているものの、

一方で学校外の支援施設等からは、業務多忙等を背景に、教職員によってはフォローアップの対

応に差があるとの意見があります。児童生徒保護者のアンケート調査では、約８割の保護者が
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「学校が気にかけてくれた」「要望を伝える機会があった」と回答する一方で、学校の関与を望

む意見や望まない意見など様々で、例えば「放っておいてほしい時は放っておいてほしい」との

児童生徒の意見や、「中学３年生になると学校から連絡がなくなり、学校での出来事が分からず、

行事への参加がしづらくなった」「学校外の支援施設に通うようになってから、学校とのやり取

りが一切なくなった」「学校においでとプレッシャーを与えると余計に通えないこともあった」

といった保護者の意見が見られました。 

 これらの結果を踏まえ、児童生徒がどのような関与を求めているかにも配慮しつつ、フォロー

アップに取り組んでいくことが重要だと総務省は分析しております。 

 そこで、本市では学校外の支援施設に通う児童生徒のフォローアップをどのように進めている

のか。通っている人数の把握にとどまらず、そこでの学習活動の状況等も把握しているのか、伺

います。また、それが児童生徒に寄り添った支援策になっているのか、具体的な振り返り等をど

うしているのかについても併せて伺います。 

○諸橋太一郎 議長 吉田充生教育委員会次長。 

○吉田充生 教育委員会次長兼教育企画課長 きぼうの広場やフリースクール等の学校外支援施

設に通っている子供については、学校が保護者との面談等を通して人数を把握しています。学習

状況について、例えばきぼうの広場では利用している子供について、利用日や本人の様子等を報

告書に記載し、毎月学校と共有しています。さらに、支援策についても学校ときぼうの広場との

間で確認しながら進めています。場合によっては、きぼうの広場の職員が学校のケース会議に参

加して支援策を検討することもあります。 

 フリースクール等の民間施設と学校との間でも、子供の利用状況や施設での活動内容等につい

て情報共有がなされています。教育委員会としても、民間施設の実態を把握しながら、子供にと

ってよりよい支援が行えるように、民間施設と学校との連携を強化していく所存です。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 以上は、総務省の政策評価を踏まえた質問でした。 

 実は、ここで児童生徒保護者に対して実施したアンケートというものは、その対象者、実は不

登校初期の混乱期を乗り越え、調査時点で居場所の確保ができている児童生徒やその保護者であ

るということに注意する必要があると思います。そもそも不登校児童生徒といっても、多少は学

校に行って通常の教室に入れる子、通常の教室には入れないが保健室や図書室、あるいは市内の

中学校に設けられている別室のドリームルームやけやきルーム、ステップルームですか、なら通

える子、学校には行けなくても、教育センターきぼうの広場や民間のフリースクールなど学校外

の支援施設なら行ける子など様々です。そのような不登校児童生徒には、いわゆる居場所が確保

され、学びも保障することができます。しかし、全く学校や学校外の支援施設にさえも行けない

状況にあるお子さんがいます。そのようなお子さんに対して、どのように学びの機会を提供する

か、それが実は重要な問題であると考えます。 

 私は、昨年１２月の定例会の一般質問において、学びを保障するために学校に行くという選択
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肢のみでなく、自宅でのオンライン学習等、様々な学習機会を設けることの必要性を訴えました。

また、不登校という問題の根本的な解決方法を尋ねた際、将来的にはデジタルトランスフォーメ

ーションの進展に伴って、家にいながら、学びも、人と社会とのつながりも保障されるシステム

が構築され、そこで社会的自立が達成されるようになれば、不登校もひきこもりも問題になるこ

とはなくなるでしょうとの私見を述べさせていただきました。 

 そこで、今後の可能性として、既に幾つかの自治体で取り組んでいるメタバース（仮想空間）

での不登校支援について御紹介したいと思います。 

 その前に、まず本市では、全く学校や学校外の支援施設に通えない状況にある児童生徒はどの

くらいいるのか伺います。また、そうした児童生徒に対して、現在どのような支援を図っている

のか伺います。 

○諸橋太一郎 議長 吉田充生教育委員会次長。 

○吉田充生 教育委員会次長兼教育企画課長 小中義務教育学校において、令和５年４月から８

月末までの間、１日も登校していない児童生徒は合計で９名います。学校では、不登校の子供と

のつながりを保ち適切な支援につなぐために、定期的な家庭訪問や面談、電話連絡などを行って

います。しかし、担任が会いに行こうとしても、子供の体調を理由に拒否されたり、保護者が学

校の関わり自体を拒絶したりすることもあり、なかなか思うように支援できないこともあります。

このような子供が家庭でどのような状態で過ごしているのかを把握することは、学校だけでは難

しいのが実情です。 

 今、どんな支援をどの程度することがその子に最適なのか、支援の内容や頻度を検討するのに

は、保護者との情報共有や専門機関等との連携が必要不可欠です。ある中学校では、子供の体調

を気遣う手紙や学校の様子を伝えるお便りを準備し、子供や保護者の気持ちが落ちついているタ

イミングで読んでもらうようにすることで、子供が学校とのつながりを感じる工夫をしています。 

 学びの保障については、子供の状態を保護者に確認しながら、学習プリントや教材を渡し、取

り組んだものを提出してもらって、子供の頑張りを認める機会としたり、オンラインでの学びを

提案したりして子供とつながれるようにしています。ただ、プリントやオンラインでの学習を拒

否する家庭もあり、子供の状態に合わせた対応を模索しているのが現状です。 

 さらに、学校以外の場に相談の場や居場所を求める場合は、スクールカウンセラーやきぼうの

広場等の専門機関、市内の民間施設等についても情報を提供できるようにすることで、子供や保

護者にとっての支援の選択肢を増やせるようにしています。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 

○１番 鈴木勝利 議員 栃木県宇都宮市では、インターネット上の仮想空間メタバースで学習

支援や心のケアを実施するデジタル適応支援教室を開設しております。不登校児童生徒がアバタ

ー、分身キャラクターですが、を介し、社会とのつながりを確保できるよう、オンラインでの学

習支援や相談、体験活動など多彩なプログラムを用意しております。 

 このデジタル適応支援教室の参加対象は、学校内の別室登校や適応支援教室などに通うことの
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できない不登校児童生徒で、支援内容に、１、学びの機会の保障、２つ目に、心とつながりのサ

ポート、そして３つ目に将来の社会的自立の３点を掲げ、ＩＣＴ支援員やスクールカウンセラー

を含む職員５人で対応しております。児童生徒一人一人にＡＩ、人工知能型学習ドリルで最適な

学びを提供するほか、動画コンテンツから専任教員が適切な教材を提案し、学習計画を立てるの

をサポートしてくれます。また、アバターでホームルームに参加することで、児童生徒同士の交

流を促すほか、オンラインを通じて知り合った児童生徒が現実世界で交流できるイベントも開催

しております。さらに、スクールカウンセラーが心のケアや自信の回復をサポートしてくれてお

ります。また、このデジタル適応支援教室の利用が、学校長の判断で指導要録上の出席扱いにな

るよう、児童生徒の活動状況を、学校の管理職や学級担任に常時共有しております。また、学校

を介さず、ホームページから申し込めるというものです。 

 大阪府八尾市でも同じように、メタバースを活用した居場所づくりをスタートさせており、教

員経験のある市教育センターの職員によって運営され、児童生徒はタブレット端末などから、ア

バターとなる動物のキャラクターを設定して仮想空間に参加、顔を出さずに参加者同士でコミュ

ニケーションを取ったり、学習したりすることができ、入退室は自由で個別相談ができるほっと

ルームも設けられております。 

 そこで、このようなメタバースを活用した不登校支援をどう考えるのか、今後取り入れる考え

があるのか、本市の見解を伺います。 

○諸橋太一郎 議長 吉田充生教育委員会次長。 

○吉田充生 教育委員会次長兼教育企画課長 不登校対策の１つとしてメタバースでの授業を実

施している自治体があることは承知しています。子供がアバターとなってメタバース上の学校に

登校し、自分のペースで学習したり、アバターの教師や仲間と交流したりする経験は、家から出

ることが難しい子供にとってはメリットになります。 

 ある小学校に、人に会うのが怖いと感じることが理由で不登校になっている子供がいました。

そこで、学校からはオンラインでつながることを提案しました。最初はパソコンの電源を入れる

だけで精いっぱいだった子供が、接続回数を重ねていくうちに、チャットで自分で作った料理の

画像を入れて担任とのやり取りを楽しむようになり、先生や友達に対しても少しずつ心を開いて

いく様子が見られました。これらの関わりの中で自信が芽生え、宿泊学習に参加することができ

ました。 

 一方で、実際に人と会ってコミュニケーションを図る経験が少ないと、相手の表情や態度から

気持ちを感じ取る力が向上しにくいというデメリットを指摘する声もあります。 

 現段階ではハード面の課題もあるため、学校によるＡＩドリル等を活用した支援、専門家や関

係機関との連携、多様な学びの場の周知等を進めていきます。民間施設の力も活用しながら、そ

の子に合わせた不登校支援をより一層意識し、自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立でき

るような子供の育成に努めてまいります。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 鈴木勝利議員。 
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○１番 鈴木勝利 議員 不登校支援にこれだという万能な支援策はないと考えます。むしろ、

不登校児童生徒の数だけ、その支援策はあると思います。 

 そして、大切なことは、ただいま答弁にもありましたとおり、義務教育の段階における普通教

育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針に明確に述べられているように、学校への登

校という結果のみを目標にせず、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的自立を目指す

ことです。登校しないという、不登校を問題としてきた従来の発想を根本から変革し、学校に行

く、行かないではなく、一人一人の子供たちが自らの進路を主体的に捉えて、社会的な自立に向

かえるように支援策を考え実行していくことが大事です。デジタルトランスフォーメーションな

どの将来的な視点をしっかり見据えながら、大胆に、あらゆる考えを排除せずに、取組を進めて

いただけることを心より念願し、私の一般質問を終わりといたします。 

○諸橋太一郎 議長 以上で１番鈴木勝利議員の一般質問は終わりました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１３時１０分といたします。 

                午前１１時５３分休憩 

         ――――――――――――――――――――――――― 

                午後 １時１５分開議 

○諸橋太一郎 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、１３番山本伸子議員。 

      〔１３番山本伸子議員登壇〕 

○１３番 山本伸子 議員 改めまして、皆様こんにちは。会派、無会派の山本伸子でございま

す。 

 まずは、沼田市長におかれましては御当選おめでとうございます。牛久生まれ、牛久育ちの市

長に対し、私はいわゆるよそ者であるかもしれません。しかし、縁あってこの牛久市で暮らし、

子供を育て、市民活動に参画し、そして介護も経験した、そうした中で浮かび上がった課題や、

女性ならではの課題を、１人の問題ではなくみんなの問題として取り組んできたつもりでおりま

す。誰にとっても牛久市がさらに暮らしやすいまちとなるよう、様々な課題について建設的な議

論ができますことを願って質問を行ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 まず最初は、食育の観点から見た学校給食についてです。 

 （１）学校給食の設置方式として、主に各学校に設置された給食室で調理を行う自校方式、そ

して給食センターでまとめて調理配送を行うセンター方式があると理解しています。それぞれの

メリット、デメリット、そして近隣市町村の設置方式の状況はどうなのでしょうか。また、牛久

市が自校方式を選択した経緯について質問いたします。 

○諸橋太一郎 議長 吉田茂男教育部長。 

○吉田茂男 教育部長 牛久市では、自校方式による給食提供を実施しております。 

 自校方式の給食は、一言で言えば、リスクを分散しながらおいしい給食を提供できますが、一

方でコストがかかる方法です。各校で調理し提供することから、作りたての温かいものは温かく、
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冷たいものは冷たくという適した温度で提供ができます。さらに、実際に調理の様子を見ること

ができたり、調理をしている方の顔が見え、触れ合うことができるため、児童生徒に対しての食

育にもつながっております。また、自校方式では、各学校に栄養教諭ないし栄養士を配置するこ

とで、食物アレルギーの児童生徒に対し、きめ細やかな対応や個々の学校行事等に沿った給食を

提供することができ、給食を生きた教材とした栄養及び食育指導の充実も図られています。万が

一、異物購入などの事故があった場合においては、影響を及ぼす学校が単一校となり、最小限に

抑えることができます。そして、学校は地域の避難所でもあることから、学校に給食室があるこ

とで、災害時には調理場としての活用が可能となるなど、様々なメリットが挙げられます。デメ

リットについては、各教育施設の維持管理費や運営費、さらには各校で発注することになる食材

費など、センター方式に比べてコストがかかってしまうことです。 

 一方、センター方式については、運営管理を一元的に実施できること、食材の大量一括発注な

どによりコストが抑えられるというメリットがありますが、一元管理であるがゆえに配送が必要

不可欠となり、給食提供に時間がかかることや、事故発生時には全ての学校に影響を及ぼすとい

ったデメリットがあります。また、自校方式で申し上げましたメリットがデメリットに変わって

しまうということが懸念されます。 

 次に、近隣市町村の状況ですが、美浦村、利根町、河内町は自校方式を採用しており、土浦市、

龍ケ崎市、つくば市、阿見町がセンター方式を採用しています。また、取手市では、旧取手市地

区は自校方式、旧藤代町地区はセンター方式と併用しております。稲敷市においては、センター

方式になりますが、１校のみが自校方式という状況です。 

 学校給食の歴史を遡りますと、もともと自校方式が学校給食の始まりではありますが、学校給

食業務運営の合理化により、徐々にセンター方式が広がっていった経緯があります。こうした中、

牛久市では、これまで調理業務の民間委託を進めることで、人件費等の経常経費の適正化に取り

組みながら、さきに述べましたメリット、デメリットを検討した結果、自校式給食を継続してい

るところです。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 牛久市が自校方式選択したことについて、給食を生きた教材という

お言葉がありました。まさしくそれが一番の理由だったのだろうなというところは想像できると

ころです。また、地域の避難所であることから、災害時の対応が可能となるというメリットがあ

ると理解いたしました。 

 ところで、自校方式の場合は各学校に給食室がありますので、給食施設の維持管理費も発生す

ると思います。昨今の維持管理費ですが、令和３年度決算によりますと約４，８００万円、令和

４年度が約４，０００万円、そして今年ですね、令和５年度予算も約４，３００万円、こちらの

金額が計上されております。たしかコロナウイルス感染対策の交付金においても、学校給食の調

理室、その整備が行われたと記憶しております。それらも含めて、毎年どのような整備が行われ

てきており、今後予定している給食室の施設改修、また更新などの整備についてお示しください。 
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○諸橋太一郎 議長 吉田茂男教育部長。 

○吉田茂男 教育部長 給食室の施設整備につきましては、令和２年度に新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を活用し、各学校の手洗い機及びトイレを改修しております。また、

給食配膳用の昇降機は定期点検を行っており、指摘があった箇所については改修し、安全管理に

努めています。そのほか、調理器具等の備品につきましては、毎年点検を実施し、老朽化等によ

る不具合が出てきているものを洗い出し、その中で優先順位をつけ、翌年に予算化し、修繕対応

や新たに購入するなど、学校給食の運営に支障がないよう努めております。 

 日常の点検につきましては、調理業務委託に含まれており、不具合等があれば報告を受け、修

繕等の対応を取り、安心・安全な学校給食の運営を行っております。 

 今後予定している給食室の改修につきましては、下根中学校、神谷小学校の長寿命化改修に合

わせ、給食室につきましても長寿命化改修を行っていく予定です。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 今後も予定を組んで改修を行っていくという御答弁でした。 

 それでは、（２）に移ります。食育推進基本計画に沿った学校給食の充実ということで２点ほ

どお伺いしてまいります。 

 まず、栄養教諭の役割についてです。 

 広報うしく８月１日号に、牛久の給食大解剖として特集が掲載されておりました。その中で、

全ての学校に栄養教諭または栄養士を配置しており、それがおいしい給食の秘密とありました。

食育推進基本計画にも、食育の推進に当たり、栄養教諭の役割の重要性が述べられております。

そこでは、栄養教諭は学校の食に関する指導に係る全体計画の策定、教職員間や家庭との連携、

調整等において中核的な役割を担う職であり、各学校における指導体制の要として、食育を推進

していく上で不可欠な教員であると、このように述べられております。 

 そこでお尋ねいたしますが、牛久市では各学校全てに栄養教諭や栄養士がいるとのことですが、

その中で県が人件費を負担して雇用している方と、牛久市独自で負担し雇用している方とがいる

と伺っています。その内訳と、そのような雇用体系になっている理由を伺います。 

○諸橋太一郎 議長 吉田茂男教育部長。 

○吉田茂男 教育部長 栄養教諭の役割についてお答えいたします。 

 県職である栄養教諭の配置基準は、牛久市のような自校方式給食、すなわち給食を１つの学校

単独で実施している場合、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に

よって、生徒５５０名以上で１名、５４９名以下の学校は４校に１名と決められております。こ

の基準により、県から牛久市に配置される栄養教諭は７名となります。 

 学校栄養教諭の業務は、教諭として食育を推進するための食や栄養に関する指導のほか、学校

栄養士の学校給食のメニューの作成や食材の発注、Ｏ－１５７などの食中毒が発生しないよう徹

底した衛生管理をはじめ、食物アレルギーを持つ子供たちへの対応や管理など、業務も幅広く、

複数校を掛け持ちで行うことは、なかなか難しい状況にあります。 
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 牛久市では、近年食の安全や食物アレルギーの児童生徒が多くなってきていることから、安

全・安心な学校給食の提供には、栄養教諭が配置されていない学校に栄養士を配置することが必

要と考え、市独自で会計年度任用職員の栄養士を採用し、全校に１人の栄養教諭または栄養士が

配置される状態を確保しております。 

 月に１回開催される献立会議では、栄養教諭と栄養士が小学校、中学校のグループに分かれて

基本献立を共同で作成しており、学校行事や食物アレルギーの在籍状況によって一部変更はあり

ますが、市内の学校において給食の質の安定につながるよう努めております。 

 また、県や保健所等が開催している給食に関わる研修、勉強会には、栄養教諭、栄養士が積極

的に参加し、栄養管理、衛生管理及び調理技術に関する知識の習得並びに他自治体との情報交換

を行っており、おいしい給食の提供につながるよう取り組んでいるところです。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 ちょっと確認したいのですけれども、今県からは７名ということで

したけれども、そうしますと市で負担されている方は何名で、その方の人件費、年間お幾らかか

っているのかお伺いしたいと思います。 

○諸橋太一郎 議長 吉田茂男教育部長。 

○吉田茂男 教育部長 市独自で採用している栄養士は８名となります。金額で申し上げますと、

令和４年度の実績で約２，８００万円となります。 

 なお、児童数が１，０００人を超える中根小学校の場合には、栄養教諭の負担が多いため、時

短勤務の栄養士を配置し、中根小学校は２名体制で今運用しております。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 ありがとうございました。 

 次は、地場産物の推進について伺ってまいります。 

 地産地消にこだわり、牛久市産の食材を使った特別メニューの牛久の日、これが平成１８年か

ら開始されたことが、やはり広報うしくにも載っておりました。市営の青果市場や農業政策課と

協議し、地産地消の推進に努めているとあります。地域で生産されたものを地域で消費する地産

地消は、地元の農業を支えるとともに、輸送コストの削減がＣＯ２排出の削減にもなる、環境に

も配慮した取組とも言えましょう。食育推進基本計画でも、学校給食における地場産物を活用し

た取組を増やすことが目標として挙げられております。 

 そして、昨今は化学肥料や農薬に頼らず栽培された野菜などの有機食材を学校給食に取り入れ

る動きが見られます。県でも大井川知事が有機農業の促進を掲げており、常陸大宮市ではＪＡが

有機栽培に取り組み始めたことを受けて有機食材の給食を推進しておりますし、笠間市では今年

７月、モデル校で有機野菜や特別栽培米を使った給食の提供を始め、５年後には市内の小中学校

１６校全てで給食への有機食材の導入を目指すそうです。また、石岡市ではＪＡに有機栽培部会

があり、有機野菜を学校給食に使ったり、子ども食堂にも提供し食育に力を入れているそうです。 

 有機農業は、虫や雑草との闘いでもあり、地道で手間のかかる作業の多い方法ですが、安全・
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安心な有機野菜を目指す取組は、少しずつ広がっていると感じます。 

 そこで質問いたしますが、学校給食において、牛久市産の物を食材全体のどの程度使用してい

るのでしょうか。食育推進基本計画では、学校給食における地場産物を使用する割合、これは金

額ベースなのですけれども、令和元年度の金額に比べて、令和７年度までに同じ数字を維持、ま

たは向上させることが示されております。令和元年度の全国平均は５２．７％だそうですが、牛

久市において、令和元年度の数字、そして直近の数字はどのようでしょうか。 

 そして、有機食材の導入についてですが、これは食育推進基本計画の中には挙げられてはおり

ません。近年のいわゆるオーガニックに対する市民意識の向上があるのでしょうが、一方で有機

食材となると、価格が高くなる傾向もあるかと思います。この有機食材に関する市のお考えも併

せて伺います。 

○諸橋太一郎 議長 吉田茂男教育部長。 

○吉田茂男 教育部長 牛久市においては、児童生徒が地域の自然や文化、産業等に関する理解

を深め、生産者の努力や食に関する感謝の念を育むことができるよう、学校給食への地場産物の

活用促進に努めております。 

 そのような中、令和元年度における茨城県内産の活用状況につきましては８８．６％で、うち

牛久市産が５３．０％でした。令和４年度の活用状況につきましては、県内産が９２．８％、う

ち牛久市産が５３．１％と、使用率はともに上昇しております。 

 次に、有機食材の導入についてですが、議員の御指摘のとおり、農薬や化学肥料に頼らない作

付は、害虫などのリスクが生じることから、有機農法による作付をする場合には、技術や人員な

ど農業経営方針の改善などが必要となります。 

 以上のことから、まだまだ流通量も圧倒的に少なく、なかなか商品を手に入れられない環境に

あるため、当然商品の値段も一般の食材と比較すると高くなります。 

 このようなことから、学校給食の食材として使用するには、現在の給食費での使用は難しいと

考えているところです。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 今の牛久市の数字を伺いますと５３％ですので、大体全国平均とほ

ぼほぼ同じ数字だと理解いたしました。 

 有機食材となると、先ほどもおっしゃっていましたように、学校だけではなくて、生産者や生

産量を増やすための取組として、地域の農業にも関わってくるということを理解いたしました。

農薬や化学肥料に頼らずに、地域の資源を使って栽培された農産物を食べることで、地域の農業

を守り、食料自給率を引き上げ、自然環境を維持することにもつながることを鑑みれば、そうい

った関係の人々のつなぎ役が行政にはあるのではないでしょうか。 

 先ほど御紹介した自治体の場合も、教育委員会だけではなく、農業関係の部署や団体との連携

があってできることだと考えます。かすみがうら市では７月、市内小中学校へのオーガニック給

食導入を目指して啓発セミナーを開催したそうです。国や県、ＪＡ、農業関係団体などと連携し、

有機農業に取り組む農家を支援する役割を、市の政策経営課が担当し開催したことが広報紙に載
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っておりました。 

 牛久市においても、次世代の子供たちのための安全・安心をどう捉えて、また一方で環境に配

慮しつつ、農業を守ることをどう捉えていくのかは課題であると考えます。県も力を入れている

有機農業の促進、ぜひ市長には、県で培ったネットワークを生かしてチャレンジしていただきた

いと御期待申し上げて次の質問に移ります。 

 ３番です。物価高騰の影響による食材費支出と学校給食費収入額の現状と課題について伺いま

す。 

 昨年度からの世界情勢の影響で、食材費や光熱費の高騰があり、給食費を値上げした自治体も

ありました。しかし牛久市では、国からの物価高騰対策臨時交付金、こちらで補塡して、給食費

の値上げは行いませんでした。学校給食費は現在小学校が１か月４，３２０円、中学校が４，６

９０円と伺っておりますが、この金額の算出の根拠、そして金額の見直しなどは、どういったタ

イミングで今まで行ってきたのか伺います。 

○諸橋太一郎 議長 吉田茂男教育部長。 

○吉田茂男 教育部長 まず、給食費の経過としましては、昭和３９年に月額５００円から始ま

っており、その後物価上昇に合わせる形で何度も価格改定を行ってきております。平成に入って

から消費税の導入により、これまでの給食費に３％を加え、小学校３，５００円から３，６０５

円、中学校３，８００円から３，９１４円に価格改定を行っております。その後、平成９年に消

費税が５％に引き上げられたタイミングで、物価上昇分と合わせ、小学校４，２００円、中学校

４，５５０円に改定いたしました。直近では、平成２６年度に消費税８％に引き上げられたため、

現在の価格、小学校４，３２０円、中学校４，６２０円と改定して現在の価格となっております。 

 これまでも物価上昇や消費税による市場価格の上昇に合わせ、値上げをしてまいりましたが、

昨今の急激な物価高騰分につきましては、先ほど議員からもございましたとおり、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金の拡充により創設されました、コロナ禍における原油価

格・物価高騰対応分等を活用しまして、値上げを行っていないという状況でございます。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 もう少し全体で聞いていきます。 

 令和３年度の決算によりますと、給食費の収入は約３億１，８００万円、一方それに対する食

材費の支出額は約３億３，５００万円となっておりまして、給食費の未納額も含めて、支出のほ

うが約１，２００万円多くなっています。令和４年度決算では、給食費収入が約３億５，７００

万円、それに対して食材費の支出額が約３億９，８００万円、未納額も含めると約４，１００万

円の支出超過となっています。この金額を見ますと、食材費を学校給食費で賄えていないことに

なります。 

 また、給食費の未納者の数、こちらが令和２年度に比べ、令和３年度は、小学校が７６名から

１５６名、令和４年度については１７０名とまた増加しておりますし、中学校も３９名から８９

名、そして令和４年度は１１４名へと大きく増加しております。物価高騰による食材費の増加に

加え、この未納者の数の増加、この現状を市としてはどう捉えているのでしょうか。今後、同じ



- １１６ - 

ような状況が続いた場合、学校給食費へ影響はあるのか伺います。 

○諸橋太一郎 議長 吉田茂男教育部長。 

○吉田茂男 教育部長 現在、保護者が負担する給食費により食材の購入を実施しておりますが、

給食費未納者や物価高騰の影響もあり、全ての食材費を賄うことは難しいという状況にあります。 

 牛久市では、給食費未納者につきまして、児童手当の支給に合わせて直接市役所に出向いてい

ただき、児童手当を受領後に給食費等を納入していただく体制を整えておりました。これはコロ

ナ禍の前の状況です。コロナ禍になりまして、現金支給によるコロナ感染のリスク回避のため、

児童手当の支給が銀行振込となりました。また、コロナ禍では訪問による滞納整理などが行えず、

督促状や催告書による入金のお願いを促しておりましたが、全ての未納者からの納入とは至らず、

滞納額が増えてきている現状にあります。 

 このようなことから、御指摘のとおり、令和３年度は、支出額が約１，２００万円多くなって

おり、令和４年度につきましては、急激な物価高騰の影響で４，１２４万円の支出超過となって

おります。 

 しかしながら、令和４年度は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用により、

園児児童生徒分の物価上昇分３，２９５万円を、その交付金を活用して補塡しておりますので、

市費からの持ち出しは８３０万円に抑えられております。 

 また、令和５年度につきましても、物価高騰分につきましては、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金の活用を図る一方で、滞納者の増加につきましては、コロナ５類に引き下

げられたことからも、滞納整理に力を入れていきたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、物価高騰による食材費の高騰や滞納者の増加が続くこととなれば、

市費を投入しなくては、給食の量や質の維持が困難となってしまうだろうとは考えております。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 給食費の未納者が令和３年、令和４年と増えているということは、

昨今の社会情勢と無関係ではないと思います。そもそも就学援助、この対象者は、給食費は免除

になっていますので、それ以外の未納者が増えているということになろうかと考えます。そうな

りますと、滞納整理に力を入れるということもさることながら、就学援助の対象者を広げて、困

難を抱えている家庭の負担に取り組むことこそ、給食費の無償化よりも喫緊の課題ではないかと

考えますが、御見解を伺います。 

○諸橋太一郎 議長 吉田茂男教育部長。 

○吉田茂男 教育部長 牛久市の給食費の関係の考え方といたしましては、これまでも御答弁さ

せていただきましたとおり、支援の必要な御家庭に対しては、今議員のおっしゃられましたよう

な修学支援の制度で補ってきたと。物価高騰分に関しては、国の補助金、交付金を活用して、従

前のとおりの金額を納めていただくように努力させていただいてきた経過がございます。 

 今後、無償化と、今のような支援の必要な御家庭と、どちらを優先すべきかというのは、ちょ

っと軽々に今私が論じることはできないと思います。きちんと庁内でも議論した上で検討すべき

問題と私は考えます。 
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○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 承知いたしました。 

 それでは、４番目ですね、調理業務委託料について伺ってまいります。 

 牛久市は自校方式ですので、学校ごとに調理業務を委託しておりますが、この委託料の推移を

見ますと、令和２年度が約３億６，８００万円、令和３年度が３億８，４００万円、令和４年度

は約４億４００万円と年々増加しています。 

 ところで、広島市の給食業者が、コスト増加で経営が行き詰まり、事業を停止し、各地に影響

が広がったことは、皆様報道で目にしたことと思います。帝国データバンクの調査で、２０２２

年度の学校給食などを手がける事業者の６割が、業績不振だったことが分かりました。食材費や

人件費が上昇する一方、契約金額の引き上げが進んでいないため、給食事業者は厳しい経営環境

に置かれております。その背景として、給食事業は入札での発注が多く、価格競争に陥りやすい

ことが言われております。 

 牛久市の調理業務委託先には、安定的に業務に当たっていただくことはもちろんですが、調理

員として働く皆さんの雇用が守られ、働きがいのある職場であることは、委託している牛久市と

しても、行政として配慮が求められると考えます。 

 現在の委託先の選定方法において、過度な価格競争なく、適切な選定方法となっているのかと

いうことと、今後の委託料の推移について伺います。 

○諸橋太一郎 議長 吉田茂男教育部長。 

○吉田茂男 教育部長 牛久市の調理業務委託は、学校ごとに指名競争入札を行い、現在、合計

６社と契約を締結しております。 

 給食調理業者選定におきましては、牛久市の競争入札参加資格を有する学校給食または集団給

食の実績があり、社会経歴や経営状態が正常かつ良好で、常時営業を継続し相当数の従業員を有

するものを条件に選定しております。 

 契約内容といたしましては、学校給食に関する法規、食品公衆衛生に関する法規等を遵守し履

行するとともに、光熱水費、従事者の衛生検査、施設管理等を委託契約に含め、２年間の契約と

しております。 

 設計価格につきましては、各指名業者から参考見積りを徴取し、人件費の上昇等、設計額に反

映させております。 

 今後の委託料につきましは、労働力人口減少による人手不足や、最低賃金の上昇など人件費の

高騰が予想されますので上昇していくものと考えております。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 委託料には光熱水費も入っているということですので、それも上昇

していきますでしょうし、上昇していく傾向だというのは理解いたしました。 

 それでは、学校給食については最後の５番目になります。 

 給食費の無償化ですね、これについては、異次元の少子化対策の目玉となる政策の１つになっ

ています。 
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 しかし、学校給食を実施している自治体と、そうではない自治体など、給食の実施状況が自治

体により大きく異なることや、コストに差があることから、不公平感もあり、文科省が課題を分

析するため、実態調査を始めたそうです。 

 一方、自治体独自で給食費の無償化を行う自治体も見受けられます。お隣の土浦市では、当面、

来年３月までの期間限定で、この１０月から公立小中学校の給食費を無償化し、財源は２０２２

年度決算で生じた剰余金を活用するということです。 

 今回の市長選挙においても、ほぼ全ての候補者の公約に学校給食費の無償化を目指すことが言

われておりました。また、その理由として、給食費は子育て世帯への負担が大きいことが挙げら

れておりました。 

 しかしながら、牛久市においても他の自治体と同じように無償化が可能なのかどうか、この点

は慎重な検討が必要であろうと私は考えます。最初にお尋ねした学校給食の運営方式の自校方式

とセンター方式で、やはり大きく違うのは経費の問題でありましょう。そこで、具体的な金額を

お示しいただきたいのですが、自校方式を採用している牛久市の令和５年度予算における運営費

は幾らになるのか。それは、児童生徒１人当たりにすると幾らになるのでしょうか。そして、セ

ンター方式を採用しているほぼ同規模の自治体と言える龍ケ崎市ですね、こちらの場合は幾らに

なるのかをお示しください。 

○諸橋太一郎 議長 吉田茂男教育部長。 

○吉田茂男 教育部長 自校方式を採用している牛久市の令和５年度予算における運営費は、１

４施設の調理業務委託が最も大きく約４億２，０００万円、修繕などのほか維持管理費、栄養士

の人件費、消耗品など約８，０００万円で、およそ５億円となっております。 

 令和５年５月１日、学校基本調査の児童生徒園児数が６，６１４人になりますので、児童生徒

園児１人当たりに換算しますと７万５，５００円となります。 

 センター方式を採用しているほぼ同規模の自治体と言える龍ケ崎市の令和５年度予算における

運営費は約２億４，５００万円となっており、龍ケ崎市は児童生徒１人当たりは、同時点で、児

童生徒数が５，０３０人ですので、１人当たりに換算しますと４万８，８００円となります。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 ありがとうございます。 

 龍ケ崎市が年間１人当たり４万８，８００円、それに対し牛久市は１人当たり年間７万５，５

００円、おおよそざっくり言って１．５倍の運営費がかかっていることが分かりました。 

 給食費無償化となりますと、そこに食材費、令和５年度の予算では約４億円ですので、合わせ

ると学校給食費としては９億円に及ぶ経費を丸々一般財源で補塡することになります。学校給食

無償化にした場合、その事業を継続させるための安定的な財源をどうするのか。教育費の中の何

を削って食材費の約４億円を捻出するのか。そのめどをお伺いしたいと思います。 

 一度無償化としたならば、恒久的な取組にならざるを得ない。だからこそ、教育費の中でこの

学校給食費の無償化を優先して行うべきものなのか、納得できる御答弁をいただければ、私も反

対するものではありません。そして、何より学校に子供を通わせている保護者の方たちから、給
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食費が大きな負担になっているので、無償化をとした声があるのでしょうか。その点も含め、御

見解を伺います。 

○諸橋太一郎 議長 沼田和利市長。 

○沼田和利 市長 山本議員の質問にお答えいたします。 

 学校給食費につきましては、物価高騰による食材費の値上がりに対し、学校給食費を値上げす

ることなく、これまでどおりの栄養バランスや量を保った給食を提供することができるよう、物

価高騰分の食材費につきまして、令和４年度では３，８０９万２，０００円、令和５年度では３，

８６７万３，０００円の予算措置を行い、保護者の負担軽減を図っているところであります。 

 学校給食費の無償化に関する安定した財源の確保につきましては、現在、令和６年度予算の編

成に向け、各課において予算要求を行っているところであり、一般会計ほか、全ての会計の予算

要求額を把握した後、歳入面では、市税や譲与税、交付金など、経常的な収入の今後の動向を見

極め、一方歳出面では、既存事業の縮小や廃止を含め、費用の見直しを図り、新規事業を含めた

事業の取捨選択を実施しながら、市民サービスの低下につながらないよう、財源の確保に向け検

討してまいります。 

○諸橋太一郎 議長 吉田茂男教育部長。 

○吉田茂男 教育部長 保護者からの要望という点で、こちらからお答えさせていただきます。 

 保護者からの無償化を望む声といたしましては、市のホームページから、学校教育課へのお問

合せとしての要望がございます。ただ、ＰＴＡ等団体等からの要望が上がっているというような

状況ではございません。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 給食費無償化のための４億円、この金額は教育費の年間予算、おお

よそ約４０億円だと伺っております。この中で捻出できる金額ではないとなると、市の全体の財

源の中で、今市長が御答弁されたような取捨選択をしながらということだとは思います。ただ、

安定的な財源の確保たるものはちょっとお示しいただけなかったのかなと思っております。 

 市長は一昨日の所信表明で、給食費無償化は段階的に進めるとのお考えを述べられましたが、

ではその道筋をどう描いていらっしゃるのでしょうか。段階的に進めるという、その具体的なお

考えがあれば、お聞かせいただきたいと思います。御答弁よろしくお願いいたします。 

○諸橋太一郎 議長 沼田和利市長。 

○沼田和利 市長 所信表明でも確かに申し上げました。ただ、来年度予算に向けての、先ほど

も答弁申し上げましたが、予算に対する組立てというものは、まだ各課から上がってきておりま

せんし、数字的にもまだ把握しておりません。その数字を見た上で、また当初から言っていると

おり、取捨選択、今まであった事業、今後その事業が必要なのかということをしっかりと見極め

ながら、予算を確保していく、削ったものを未来投資として投資していくという考えの下であり

ますので、今現段階で具体的なお示しというのはなかなか難しいかもしれませんが、お示しでき

る段階においては、それは皆様に報告する義務はあると思っております。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 
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○１３番 山本伸子 議員 御答弁ありがとうございました。 

 食育の観点ということで、これは１昨日の市長の所信表明の中にも、この食育の観点という言

葉がたしか入ってたと思います。その観点から、学校給食に関して様々伺ってまいりました。財

源が厳しい中で、学校給食にどのようなお金のかけ方をして、どのように運営するか、それは子

供たちをどのように育てたいのか、子供たちに学校給食で何を伝えたいのかということであり、

地域の未来に関わる問題とも言えましょう。市長御答弁されたように、慎重かつ丁寧な制度設計

をしていただけますようお願いいたします。 

 それでは、続きまして２番目の質問に参ります。当事者の視点に立った介護サービスと介護認

定制度について伺ってまいります。 

 （１）です。特定福祉用具、これは暮らしを支える上で不可欠とも言えるもので、存在するだ

けで暮らしが変わるとも言われております。また、住宅改修は、利用者が住みなれた自宅で自立

した生活を送る上だけでなく、一緒に暮らす家族の負担軽減にもつながるものです。 

 介護保険では、特定福祉用具購入費は、上限額が１０万円、住宅改修の工事費の限度額は上限

２０万円の助成がありますが、年金暮らしの高齢者にとっては、負担は小さいものではないでし

ょう。これら特定福祉用具の購入費及び住宅改修費の支給方法については、２種類あると理解し

ています。１つは、利用者が事業者に自己負担額のみを支払い、残額は事業者が牛久市から受け

取る受領委任払い、いま一つは、利用者が一旦費用の全額を事業者に支払い、その後保険給付分

を牛久市から受け取る償還払いです。 

 では、現在の第８期の介護保険事業計画における３年間の実績人数と、そのうちの受領委任払

いと償還払いの内訳を伺います。 

○諸橋太一郎 議長 宮本史朗保健福祉部次長。 

○宮本史朗 保健福祉部次長兼高齢福祉課長 住み慣れた自宅で安心して生活するための介護保

険サービス、いわゆる在宅サービスには、食事の準備や調理、生活必需品の買い物などを行う訪

問介護、施設において日帰りで食事や入浴などの支援を受ける通所介護などのほか、生活する環

境を整えるサービスとして、腰かけ便座や入浴補助用具といった特定福祉用具の購入と、手すり

の取り付けや段差の解消を行う住宅改修があります。また、住宅改修等における支払いにつきま

しては、介護保険制度の原則は償還払いとなっておりますが、市では被保険者の一時的負担を軽

減するため、受領委任払い制度を導入しています。 

 その特定福祉用具購入費及び住宅改修費の年度ごとの実績人数と支払方法の内訳ですが、令和

３年度の特定福祉用具購入費の実績人数は２３９人で、受領委任払いが１３４人、償還払いが１

０５人、住宅改修費の実績人数は２４６人で、受領委任払いが１９１人、償還払いが５５人でし

た。 

 令和４年度の特定福祉用具購入費の実績人数は２５４人で、受領委任払いが１５３人、償還払

いが１０１人、住宅改修費の実績人数は２７２人で、受領委任払いが２１５人、償還払いが５７

人でした。 

 令和５年度は８月末現在となりますが、特定福祉用具購入費の実績人数は７０人で、受領委任
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払いが３７人、償還払いが３３人、住宅改修費の実績人数は１０９人で、受領委任払いが８２人、

償還払いが２７人でした。 

 なお、介護認定を受けている人全体から見たときの割合ですが、令和３年度の特定福祉用具購

入者が７．２％、住宅改修者が７．４％、令和４年度の特定福祉用具購入者が７．２％、住宅改

修者が７．７％となっています。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 やはり数字を伺ったところ、住宅改修はどうしても金額的にも大き

いので、受領委任払いが多いのかなという印象を受けました。 

 この利用者の負担を軽減する受領委任払い、大変よい制度でありますが、ただ利用できる事業

者が牛久市の場合は、市内の登録事業者８件のみとなっています。しかし、龍ケ崎市などは、市

内に限らず、広く近隣の事業者を登録して、その数は４０件に及びます。牛久市も入っておりま

すし、取手市、つくば市、土浦市、常総市など、ほかの事業者も登録しています。多くの選択肢

の中で様々な用具があることを知り、そこから利用者が適切に選べることが、当事者にとっての

よりよい介護につながるのではないでしょうか。 

 そこでお尋ねいたしますが、利用者の負担を抑えるための受領委任払いを牛久市が採用するこ

とになったのはいつからであり、その利用が牛久市の場合は市内の事業者に限っている、その理

由をお聞かせいただきたいと思います。 

○諸橋太一郎 議長 宮本史朗保健福祉部次長。 

○宮本史朗 保健福祉部次長兼高齢福祉課長 牛久市の受領委任払い制度ですが、特定福祉用具

につきましては平成２５年４月１日から、住宅改修費につきましては平成２１年１２月１日から

それぞれ始まっております。 

 市内に限られている理由につきましては、当時の資料に明確な記載がないものの、いわゆる地

場産業の育成という観点から行われているものと認識しております。 

 福祉用具の提供や住宅改修は、カタログを見ながら利用者に合ったものを提供したり、住宅改

修の場合も自宅に業者が出向き、実情に合ったものを提供したりすることから、市内外で提供さ

れるものについては、大きな違いはないものと認識しております。 

 しかしながら、償還払いの方も少なくない状況であることから、今後はその理由や提供までの

日数等、市民にとっての不利益について、現状の把握に努めてまいります。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 市内に限った明確な理由はないというような御答弁だったと思いま

す。 

 介護保険の理念では、介護サービスは多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう

配慮して行わなければならないとされています。これは、利用者に自由によりよいサービスを選

ぶ権利があるということです。それを、保険者である牛久市が市内に限定することは、利用者が

自由に選ぶ権利を妨げている可能性があるとも考えますが、その点についてはどうでしょうか。 

○諸橋太一郎 議長 宮本史朗保健福祉部次長。 
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○宮本史朗 保健福祉部次長兼高齢福祉課長 権利を妨げているのではないかとの御質問ですが、

当然これ当事者へのよりよいサービスが重んじられなければならないということは、当然もちろ

んのことでありますけれども、住宅改修等における介護保険制度そのものの原則は、あくまでも

償還払いでありまして、受領委任払いはむしろ例外であるということは、改めて御理解を賜りた

いと思います。 

 実際のところ、近隣市町村の状況も受領委任払い制度が全くないところから、受領委任払い制

度がある上で、県外の事業者をも認めているところまで本当に様々でございます。 

 なお、先ほどのお答えと重なる部分もございますが、市外業者を利用され、償還払いになって

いる方の割合は、令和３年度の福祉用具が４３．９％、住宅改修が２２．４％、令和４年度の福

祉用具が３９．８％、住宅改修が２１．０％となっております。 

 今後、市といたしましては、実際に導入している市町村にメリット、デメリット等を聞き取る

などした上で、適切に検討してまいりたいと考えております。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 そうですね。明確な理由がないのでしたら、市外も入れるのが、そ

んなに大変なことではないと思うので、ぜひ得意な調査検討をしていただいて、御検討いただき

たいと思います。 

 それでは、２番目です。介護認定調査の現状と認定結果の公開状況について伺ってまいります。 

 牛久市も高齢者の増加により、要介護認定の申請件数が年々増えていくことが予想されるとこ

ろです。そこで、第８期の計画における令和３年度から令和５年度の要介護認定申請者数と認定

者数の数をお示しください。計画期間の推計では、３，２００人台から３，５００人台へと増加

することが予測されておりますが、おおむねこの推計どおりになっているのかお尋ねいたします。 

○諸橋太一郎 議長 宮本史朗保健福祉部次長。 

○宮本史朗 保健福祉部次長兼高齢福祉課長 要介護認定申請者数と認定者数の延べ人数ですが、

令和３年度の申請者数は、新規が８９５人、更新が２，３４５人、区分変更が４４４人、合計で

３，６８４人であり、年度末時点での認定者数は３，３３０人であります。 

 令和４年度の申請者数は、新規が９９１人、更新が１，４４０人、区分変更が４７４人、合計

で２，９０５人であり、年度末時点での認定者数は３，５３９人であります。 

 令和５年度は８月末現在となりますが、申請者数は、新規が４２８人、更新が５４４人、区分

変更が２０２人、合計で１，１７４人であり、同時点での認定者数は３，６２８人であります。 

 第８期計画における認定者数の推計との比較ですが、令和３年の推計が３，２１６人、実数が

３，３３０人ですので、実数のほうが１１４人多く、令和４年の推計が３，３８２人、実数が３，

５３９人ですので、実数のほうが１５７人多いという状況です。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 第８期の計画においても、令和３年度、令和４年度と推計よりも高

齢者、認定者数が増えているということが分かりました。 

 次に、介護保険制度上では新規、こちらの認定調査は、市の職員もしくは市の指定した事業受
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託法人が行うことになっておりまして、区分変更や更新は事業者などに委託が可能ということに

なっております。牛久市においては、これらの認定調査を実施しているのはどこになっているの

かを伺います。 

○諸橋太一郎 議長 宮本史朗保健福祉部次長。 

○宮本史朗 保健福祉部次長兼高齢福祉課長 認定調査の実施者ですが、新規申請と区分変更申

請につきましては市職員であり、認定調査員の資格を有する会計年度任用職員、または課に配置

されている常勤職員が行い、更新申請につきましては、居宅介護支援事業所などへの委託により

行うことをそれぞれ原則としております。しかしながら、新規申請や区分変更申請であっても、

遠方である場合には委託することもございますし、更新申請であっても事業所が多忙で委託する

ことができないような場合には市職員が行うこともございます。 

 なお、牛久市の場合、事務受託法人への委託は行っておりません。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 分かりました。 

 それでは、更新に係る認定調査についてお尋ねしたいと思います。今伺った中でも、やはり更

新の方の人数が随分多いという印象は受けました。この更新は、原則では居宅介護支援事業者が

行っているとの御答弁でしたけれども、牛久市の場合は多くが担当のケアマネジャーのみで行っ

ていると聞き及んでおります。しかし、近隣の自治体では、担当以外の居宅介護事業者のケアマ

ネジャーが中立的な立場で行い、担当ケアマネジャーはあくまでも補助的な助言者としての立場

で同席しているということを伺いました。担当のケアマネジャーが調査するとなると、例えば更

新後の認定区分が変わった場合、受けられる介護サービスの内容も変わってくることから、利用

者と担当ケアマネジャーのこれまで築いてきた信頼関係というのですかね、そういうものにも関

わってくることになります。 

 介護保険では、公正中立が義務づけられていることと認識していますが、この点について改善

はできないのか伺います。 

○諸橋太一郎 議長 宮本史朗保健福祉部次長。 

○宮本史朗 保健福祉部次長兼高齢福祉課長 更新に係る認定調査の結果、介護度がよくなった

場合は、喜ばしいことである反面、介護度によりサービスの量や内容が異なってくるため、以前

の介護サービスが受けられなくなるケースがございます。そのため、更新時の認定調査は、対象

者の状況をより一層的確に把握する必要があります。 

 牛久市では、日頃より、対象者の状況をよく知るケアマネジャーが調査を行うことで、対象者

の状態や環境的要因をより正確に調査に反映することが可能であると考え、基本的には担当のケ

アマネジャーによる更新時の認定調査をお願いしております。 

 認定結果については、認定調査票だけでなく、主治医意見書などを基に、介護認定審査会で審

議決定後に通知されますが、不服申立ての制度もあり、疑義がある場合は市で相談を受けており

ます。また、近隣市町村において、担当ケアマネジャーが補助的助言者として調査に同席してい

るとのことですが、認定調査に関わる人員が２倍必要になることや、そのことで日程調整などが



- １２４ - 

より困難になるなど新たに生じる影響もございます。今後は、そのような体制で実施している自

治体へ聞き取りを行うなど、調査研究を進め、よりよい認定調査の在り方を検討してまいります。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 今だと、牛久市は担当のケアマネジャーが対象者の状況を的確に正

確に調査に反映できると考えているという御答弁だったと思います。でも、何をもって正確と言

えるのか、ちょっとそこら辺に私は疑問なところがあるのですね。担当ケアマネだけでチェック

機能をどう働かせるのかというところも考えられます。第三者の目でも調査を行うことで、公正

中立が担保されるのではないでしょうか。認定調査に係る人員が２倍になり、調整に大変影響が

あるという御答弁でもありましたけれども、それがほかの自治体でできて、牛久市でできない理

由というのは何があるのかお伺いいたします。 

○諸橋太一郎 議長 宮本史朗保健福祉部次長。 

○宮本史朗 保健福祉部次長兼高齢福祉課長 認定調査におきましては、先ほどもお答え申し上

げましたように、日頃御本人様がどういった状況にあるのか、あるいはどういった物事が頻繁に

あるのかということを知ることが非常に重要である調査項目が大変多くて、そういった意味にお

きましても、日頃の様子をよく知っている、分かっている担当ケアマネのほうが正確であるとい

うような趣旨で先ほどお答え申し上げたものでございます。 

 御質問の中でチェック機能、公正中立という言葉もございましたけれども、これはもう資格を

持つプロとして、あるいは専門職として、よもや何かというのはあってはならないわけですし、

もちろんないものと思ってございます。 

 しかしながら、こちらも先ほどのお答えの繰り返しになってしまいますけれども、実際そうい

った体制で実施している自治体があるわけですので、そういった自治体にお話を伺いながら、お

聞きしながら、私どもとしてもできる方法はあるか、できるための段取りは何かということを、

よりよい認定調査の在り方というものを模索していくといいますか、検討してまいりますという

ことでございます。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 よろしくお願いいたします。 

 次に、認定結果について質問してまいります。 

 介護保険法では、申請から認定に要する日数は３０日以内となっています。しかしながら、２

０１９年の厚労省の資料によれば、平均３８．５日かかっているそうです。申請者にとっては、

早く認定が出て介護サービスを受けたい気持ちはやまやまであると推測いたします。 

 牛久市においては、この申請から認定までの期間はどれほどになっているのでしょうか。また、

認定結果の情報は、ケアマネジャーにとっても、自分が担当する利用者の方に説明する際に重要

な情報です。認定調査員が行う基本調査での１次判定、その後介護認定審査会で決定した２次判

定がありますが、牛久市では２次判定のみの公表と伺っております。しかし、取手市やつくば市

では１次判定も公開しているそうです。審査会で決定した２次判定だけでなく、１次判定も公開

し、審査経過の透明性を望む意見をケアマネジャーの方から伺っております。牛久市が１次判定
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を公表していない理由は何でしょうか。 

○諸橋太一郎 議長 宮本史朗保健福祉部次長。 

○宮本史朗 保健福祉部次長兼高齢福祉課長 初めに、介護保険法では、認定申請があった日か

ら３０日以内に認定結果を出すことを原則とし、認定調査に時間を要するなど特別な理由がある

場合には、御本人に通知することで延期することができると定められています。 

 本年４月から８月までの当市の現状といたしましては、３０日以内の割合が４０．５％、３０

日を超えている割合が５９．５％となっており、原則どおりのほうが少ない状況となっておりま

す。この理由は様々でありまして、認定調査に際して御家族が立会いを希望されるものの、実際

にはなかなか都合がつかず日程調整に時間を要したケース、主治医へ意見書を依頼したものの診

察をしたのが１年前であって最近の様子が分からないため意見書が書けないことが判明し、改め

て他の医師へ依頼したケース、入院中に医療機関の勧めで申請したものの病状によって認定調査

が行えないまま時間が経過したケースなどがあります。 

 次に、１次判定結果の公表についてですが、御質問のとおり、当市では行っておりません。こ

の１次判定は、認定調査の結果と医師の意見書を基にしてコンピューターが判定いたします。文

字どおり、御本人の状態を選択肢のみによって機械的に判定するものであり、その状態の背景に

ある事情や経緯などは考慮されておりません。そのような、いわば途中経過の判定をお知らせす

るメリットはなく、透明性においても問題がないものと認識しております。 

 最終的な認定結果である２次判定は、医師、歯科医師、薬剤師、介護福祉士などで構成される

審査会において審査・判定がなされます。この審査会では、御本人のより詳しい状態や具体的に

介護にかかっている手間などを基にして話し合われることから、介護度を正確かつ的確に判定し

たものとなります。したがいまして、１次判定と２次判定が異なった場合であっても、むしろ２

次判定の方が本人の状態を正しく反映させていると言えるわけです。 

 なお、御希望があれば、所定の手続を経た上で１次判定結果も開示しております。 

○諸橋太一郎 議長 沼田和利市長。 

○沼田和利 市長 ただいまの質問の件で、この１次判定、２次判定の件なのですが、これ私も

ちょっと疑問に思いまして、結果的にはする必要がないのかなと思っております。というのも、

この透明性というのは、何をもって透明性を、開示というか結果を公表しなくてはいけないのか

といったこと。例えば、不正があるかもしれないという透明性なのか、何をもって透明性とおっ

しゃっている意味はちょっと存じ上げませんが、そういった不正と思われるのであれば、それは

ないと私はもちろん担当課を信じておりますし、今後もそういったことがないように努めてまい

りたいと思いますので、御心配のようでしたら、先ほど答弁ありましたとおり、必要に応じて公

表するといったことは検討に値するのかなと思っております。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 ありがとうございます。 

 １次判定を知らせるメリットはないとの市長からの御答弁もありました。しかしながら、今牛

久市の更新に係る認定調査は担当のケアマネが行っているわけで、その判定結果を利用者に説明



- １２６ - 

するのも担当のケアマネになるわけです。そのために、１次判定と２次判定の審査の過程を公表

して、ケアマネが責任を持って利用者の方に説明できる状況をつくること、それが市の役割では

ないかと。別に不正と言っているわけではないのですが、１次判定と２次判定が変わることもあ

りますよね。そのときの説明をちゃんと利用者に納得していただくための情報になるのが公開と

いうことですので、そういう意味で言っております。決して不正というわけではありません。特

に先ほど申し上げましたように、更新の介護度が異なった場合は、利用者に納得してもらうとい

うのは、本当にケアマネジャーにとっても大変なことだと伺っています。ケアマネジャーの方た

ちが、利用者の方とよりよい関係で仕事ができる、そういったことが当事者にとっても、よりよ

い介護につながると考えますので、１次判定の公表もと私も申し上げているところでございます

ので、御検討いただけましたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、最後の３番ですね、介護認定業務の現状と課題について伺ってまいります。 

 介護認定のための介護認定審査会を開催するための資料の準備や配付作業など、担当課の職員

には多くの業務があると聞き及んでおります。 

 そこでお尋ねいたしますが、介護認定審査会の開催頻度と、その中で何件の審査が行われ、そ

のための準備にかかる業務量はどれほどになるのでしょうか。押しなべて福祉関係部署の時間外

勤務が多いと感じるところではありますが、高齢福祉課の職員の状況はどうでしょうか。その点

も含め、伺います。 

○諸橋太一郎 議長 宮本史朗保健福祉部次長。 

○宮本史朗 保健福祉部次長兼高齢福祉課長 牛久市の介護認定審査会は、委員として医師、歯

科医師、介護福祉士の方々など２０名を委嘱しており、５名ずつで４つの審査会を構成していま

す。開催回数はおおむね週２回程度となっており、１回当たりの審査件数は最大で３５名で、本

年４月から８月までの平均では約３０．３名となっております。 

 準備にかかる業務ですが、まず会議資料の作成に多くの時間を要しております。認定調査の結

果資料の内容把握と不備等の確認及びパソコンへの入力、主治医の先生から頂いた意見書内容の

パソコンへの入力を経て、それら入力した資料を加工し発送しております。その他、当日会場準

備、審査会終了後の対象者への通知等の一連の作業を開催ごとに行っております。審議会１回開

催当たり約３１時間ほどの業務量となっております。所要時間もさることながら、審査会が開催

される１週間前に資料を郵送することや、主治医意見書の依頼は申請と同時に行うなどタイトな

スケジュールとなっており、窓口や電話対応と並行して行いますので、業務時間内に専念するこ

とは難しい状況となっています。 

 最後に、高齢福祉課の時間外勤務ですが、本年４月から８月までで、管理職を除く１人当たり

の月平均が４０．１３時間となっており、課ごとで順位づけをした場合、３番目に多い状況です。

なお、これは介護認定業務に限ったものではなく、課全体のものとなっております。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 月平均４０．１３時間、たしか時間外労働の上限は４５時間でした

っけ。かなり近い時間を使って、介護認定のみならず、高齢福祉課の方たちは頑張ってくださっ
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ていると理解いたしました。 

 今後、この新規認定調査のみならず、今数字も御紹介いただきました区分変更や更新手続増え

ていくことが予想されれば、ペーパーレスという視点でも、また個人情報の保護という視点でも、

介護認定調査の支援システム化、これは喫緊の課題であると考えます。 

 国の介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針に次のような一

文があります。「今後も高齢者の増加に伴う要介護認定申請件数の増加が見込まれることから、

各保険者において、要介護認定制度における業務の簡素化等も行いながら、要介護認定を遅滞な

く適正に実施するために必要な体制を計画的に整備していくこと」、このように述べられており

ます。担当課における介護認定に係る業務のシステム化についてのお考えをお尋ねいたします。 

○諸橋太一郎 議長 宮本史朗保健福祉部次長。 

○宮本史朗 保健福祉部次長兼高齢福祉課長 介護認定調査の支援システム化の重要性につきま

しては、認定結果を待っている被保険者の皆様のためにも、また先ほど申し上げましたような、

当課の状況を踏まえましても、真に必要であると認識しております。また、既にシステムを導入

している自治体があることも承知しております。システムの種類によって仕様が異なるものの、

導入すれば、現在職員が手作業で行っている事務について、省力化や効率化が見込めるものと思

われます。 

 導入に向けては、既存のベースシステムとの連携が可能であることを前提に、費用対効果を検

証するとともに、システム化に活用できる補助金がないか、比較的廉価で導入できるシステムが

ないか、導入済みの自治体の状況はどうか等、引き続き調査研究を行ってまいります。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 システム化できるところはシステム化をすれば、システム化できな

いところ、例えば介護認定において大きな意味を持つ特記事項、こちらを読み解くことに時間を

割くことができるのではないでしょうか。この特記事項は、対象者の状況を正確に把握するため

の情報であり、基本調査では把握できない対象者の具体的な状況、例えば、項目には当てはまら

ないものや、必要な介護の手間、住環境や家族状況など、特筆すべき点などを審査会に伝える重

要な役割を持つと言われています。担当課の職員の方たちは、今もお忙しい中、この特記事項に

丁寧に目を通すことを心がけ、職務に当たっていただいているとも聞いております。そうしたコ

ストだけではかれないものこそ、当事者の視点に立った介護サービスを支えるためには重要なも

のではないでしょうか。 

 庁内にもデジタル推進課が組織され、各課からデジタル化の要望や課題が上がってきていると

思います。この介護認定調査の支援システム化は、その中でどの程度重要性が認識されているの

か、また現状においてどのような課題があるのか、お示しいただければと思います。 

○諸橋太一郎 議長 糸賀 修経営企画部次長。 

○糸賀 修 経営企画部次長兼財政課長 行政サービスの向上や行政運営の効率化の１つの手段

といたしまして、デジタル技術の活用の重要性につきましては、当然認識しているところでござ

います。 
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 本市におきましては、本年６月にデジタル推進体制を整備し、各課における、まず業務の課題

の洗い出しを行いました。現在は、庁内におけます業務のデジタル化の優先順位を定めるべく、

検討を行っているところでございます。 

 今後、介護認定調査支援システムをはじめといたしました個別の業務システムを導入する際に

当たりましては、まずは各課におきまして業務プロセスの見直し、それと業務改善を行う必要が

あるものと考えてございます。その上で、システム導入効果が十分に得ることができるのかとい

った検証を行った上で、デジタル化を進める業務の優先順位と予算の状況を勘案しながら、シス

テムの導入を進めてまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○諸橋太一郎 議長 山本伸子議員。 

○１３番 山本伸子 議員 市役所業務の圧倒的なマンパワー不足を解消するため、業務効率を

上げる手段として、市役所業務のＤＸですか、デジタルトランスフォーメーションの推進を目指

すことは、市長の公約の１つにもなっていたと思います。 

 高齢化社会において、介護認定調査の支援システム化は、スピード感を持って取り組む課題だ

と考えておりますので、前向きな調査検討をお願いして、私の一般質問を終わります。 

○諸橋太一郎 議長 以上で、１３番山本伸子議員の一般質問は終わりました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１４時４０分といたします。 

                午後２時３５分休憩 

         ――――――――――――――――――――――――― 

                午後２時４５分開議 

○諸橋太一郎 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、７番塚原正彦議員。 

      〔７番塚原正彦議員登壇〕 

○７番 塚原正彦 議員 うしく未来プロジェクトの塚原です。よろしくお願いします。通告書

にある質問をしていきます。 

 まず１番、牛久市における若者の人口流出の要因と課題を克服するための戦略について質問さ

せていただきます。前回の定例議会で質問した、この人口減少対策をどうするかというのを引き

続き質問させていただきます。 

 茨城県内におきましては、若年層、特に進学や就職を控えた１５歳から１９歳、２０歳から２

４歳の県外への転出超過が大きな問題になっております。民間の受験産業や就職情報誌の調査に

よれば、１８歳から２４歳までの、特に大学生、高校生の茨城県から東京圏への転出超過は、２

０１６年で５，４１１人あったそうです。この数は全国７位ということで、かなり大きな数にな

っています。茨城県内の高校生が大学進学時に県内に残る割合は１９％と言われています。４年

制大学の茨城県内にいる大学生の卒業者が県内に残る割合は３０％です。つまり、若年層がほと

んど出ていってしまうというのが茨城県の大きな問題なのです。 
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 令和２年３月に発表された土浦市の人口ビジョンでは、年齢階層別の人口の転出転入のデータ

が掲載されています。土浦市では、０歳から４歳が５歳から９歳になるとき、５歳から９歳が１

０歳から１４歳になるとき、２５歳から２９歳が３０歳から３４歳になるとき、それ以降の世代

についても、５０代の世代までは転出超過が続いています。特に１８歳から２４歳は圧倒的な転

出になっています。牛久市においても、茨城県や土浦市と同じ流れが起きているのか、その要因

を分析するための調査を実施するかについて伺います。 

 進学や就職を控えた若年層の流出は、地域社会にとって深刻な未来ショックを引き起こします。

なぜならば、将来の子育て世代であり、未来の地域を担うキーパーソンの世代であるからです。

今、地域間競争がスタートしている今日、この若年層を引きつけ、彼らが活躍する場をつくった

り、未来のまちを担う、そのための活動を進める、そういう取組が全国で展開しています。茨城

県もこの問題を深刻に考えておりまして、茨城大学と茨城県が、あるいは県内の大学が連携しな

がら、学生ビジネスコンテストを開催し、地域課題に大学生が挑戦する機会を奨励しております。

そんなプログラムを組んでおります。 

 長野県の小布施町は人口１万人前後の小さな町ですが、この町は世界中の大学生と日本の高校

生を集めるためのサマースクールや、町内の若者や都内の大学生を一堂に会して、小布施の未来

をみんなで考えようみたいな若者会議を創設したり、近年では地方と都市の若者が参加して、新

しい地域や新しい起業家を養成するための小布施バーチャル町民会議などを開催して取り組んで

います。これらの事例が物語っていますように、人口減少に歯止めをかける取組として、特に未

来の社会を担う若い力に新しいプロジェクトに挑戦する機会を提供し、そこで実際に活躍しても

らう、そういう戦略的取組が今全国でスタートしております。 

 交通の立地に恵まれ、日本遺産をはじめ、自然や文化遺産が豊富な牛久市は、磨き上げれば光

るふるさとの宝物がまだたくさんあります。牛久市の自然、文化資源を発見し、磨き上げる課題

を設定し、大学生や高校生などの若者を集客し、それに参画する具体的な施策を展開することで、

若い時代から牛久市に学びに来てもらう、活動してもらう、参加してもらう、そして起業に挑戦

してもらう、そういう動きを起こすことができれば、先ほどから議論になっていますように、と

にかく若い職員を集めたり、未来のインターンシップとして、新しい市役所の職員や、新しい起

業家を前もって養成するという取組にもつながるはずだと思います。牛久を学んでもらう、牛久

で活躍してもらって世界の起業家になってもらう、そういう人材戦略を構築した上で、例えば大

学や研究機関と連携して、若い世代が牛久をテーマに牛久をビジネス化したり、牛久の宝物を発

信したり、そういうインキュベーションプロジェクトを興すための寄附講座を牛久市が設定する

とか、そういう具体的なアクションを起こしてみてはいかがでしょうか。 

 以上、１番の質問になります。よろしくお願いします。 

○諸橋太一郎 議長 糸賀 修経営企画部次長。 

○糸賀 修 経営企画部次長兼財政課長 本市の年齢ごとの転出入の状況といたしましては、令

和４年の総務省の集計で、１０歳代は転入１５２人、転出１８０人で２８人の転出超過、２０歳

代は転入１，１７１人、転出１，１６６人で５人の転入超過となってございます。 
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 さらに、市独自の取組といたしまして、１年で一番転出入の多い３月から５月までの期間にお

きまして、窓口に来庁した転入・転出をする方にアンケート調査を実施し、転入元や転出先、主

な理由、家族構成などを調査し、その動向を捉えております。このアンケートは、若者だけを対

象にしたものではなく、かつ調査時期が限られたものとはなりますが、本市の転出入の理由など

につきまして一定程度の傾向をつかむことができます。令和４年のアンケート結果を見ますと、

転入、転出ともに２０歳代の方の移動が一番多くなっており、主な理由は、転入、転出ともに就

職、転勤、転職、結婚、就学となってございます。 

 次に、転出超過を招かないように行っている施策につきましては、転入者への直接的な支援と

いたしまして、わくわく茨城生活実現事業を実施しております。これは、東京圏から転入され、

就業や住宅購入など一定の条件を満たす方に移住支援金を交付するもので、令和４年度は８件で

７８０万円の支援金を交付してございます。 

 また、その他の支援といたしましては、これまでも待機児童ゼロを目指した保育施設の充実や

予防接種の助成、マル福制度の拡充を実施し、本年６月には子ども家庭総合支援拠点を開設し、

支援体制の充実を図るなど、市の魅力を高め、子育て世帯に選んでもらえるよう、施策を実施し

てまいりました。 

 今後におきましても、御質問にございました事例を参考に、若者の転出対策といたしまして有

効な施策を調査研究してまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○諸橋太一郎 議長 塚原正彦議員。 

○７番 塚原正彦 議員 ありがとうございます。 

 今のはどちらかというと、転出をいかに止めるかというような施策が中心になっていましたの

で、転入、つまり牛久を、例えば牛久シャトーをどうやって魅力的にするのか、牛久の観光プロ

ジェクトをどうやって進めるのか。もちろん今牛久にいる若い人たちにやってもいただきたいの

ですが、それを都内であるとか、海外の大学の若者に挑戦してもらう。そういう、外から呼び込

んで、牛久でビジネスチャンスを実現する、そういう呼び込み方もぜひ新体制の中で検討してい

ただければと思います。 

 続きまして、２番の質問に入らせていただきます。 

 ２番は、牛久市役所の構想力と政策立案力を磨き上げるための人材養成についてであります。 

 地域間競争において選ばれるまちになるためには、牛久の強みと弱みを理解し、中長期的視点

に立って、大胆な政策を立案できる人材の配置と、その養成が緊要の課題になっていると思いま

す。 

 先ほどの若者の人口流出の際にも提起しましたが、若者の人口流出に歯止めをかける政策を、

さらに一歩踏み込んで進めるためには、つまり牛久から流出しない流れをつくるためには、例え

ば小学校や中学校の児童生徒に牛久のふるさとの宝物の魅力と可能性に触れさせる機会をつくっ

たり、あるいは中学生の段階で、それをビジネス化して商品化するような、具体的な総合学習等

を使った教育プログラムに挑戦させてみるとか、そういう機会をつくる必要が出てきます。その
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ためには、教材、教育カリキュラム、新しい担当講師等を調達し開発する必要があります。高校

生になった段階では、さらに踏み込んで、本格的に資金を投入してビジネスを実践させるような、

そういう社会実験をやってもいいと思います。実際に県内の高校では、幾つかそういう取組をし

ている学校があります。 

 そのような長期的視点に立ってプログラムを設計し、人材養成に取り組むためには、教育委員

会の学校教育、社会教育、さらには教育委員会と商工観光課、農政課、こういう枠組みを超えた

新しい発想で、さらには民間の資金や民間の視点を入れたビジネス戦略、教育戦略、そういうも

のを立案して具体的に進めていく動きを起こしていく必要があります。そのためには、沼田市長

が所信表明でおっしゃられたように、従来の縦割りの発想を超えた新しい政策を打ち上げて、ブ

ラッシュアップするための人材が必要になってきます。中央省庁及び地方公共団体、民間企業と

の人事交流などを展開することも視野に入れる必要があります。これまでの枠組みや発想にとら

われないで、問題解決を実行できる組織を構築するためには、チーム制をつくっていただくと同

時に、柔軟な発想と人事交流で新しい血を入れる必要があります。 

 以上のような人材養成や意思決定システムをどのように設計されているのか、伺いたいと思い

ます。 

○諸橋太一郎 議長 飯野喜行総務部長。 

○飯野喜行 総務部長 お答えいたします。 

 組織の枠を超えました意思決定を取り入れる柔軟な組織設計についてですが、市民の皆様から

の御意見、御要望への対応や、特に推し進めたい施策に関して、市長直轄のプロジェクトチーム

を創設しまして、速やかに課題の調査、解決に取り組んでまいります。 

 また、国や県、財団法人等との人事交流につきましては、これまでにも職員派遣の実績があり、

今年度におきましては、文部科学省、茨城県土地開発公社、茨城県後期高齢者医療広域連合、一

般財団法人地方自治研究機構にそれぞれ１名ずつ職員を派遣しております。 

 民間企業との人事交流につきましては、職員の能力の底上げを図るために大変有益であると認

識しておりますが、各部署におきまして、職員の業務量が増加している現状を考えますと、すぐ

に今以上の職員数を派遣することは困難な状況にあります。しかし、幅広い視野を持った職員を

育成するためには、戦略的な人材育成は必要不可欠であると考えております。 

 今後は、様々な分野において人事交流が行えるよう、継続的に組織体制の強化に取り組んでま

いります。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 塚原正彦議員。 

○７番 塚原正彦 議員 市長が所信表明で述べられたように、ぜひこのプロジェクトチームで

新しい政策を次々打ち出していただくことを期待したいと思います。 

 続きまして、３番、デジタルトランスフォーメーションへの牛久市の戦略的対応と、図書館を

起点にした人づくり構想について質問させていただきます。業務の効率化を図るだけではなく、

デジタルの力を活用し、地域社会の課題解決や魅力向上を図るための総合的なデジタルトランス
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フォーメーションの戦略検討について質問させていただきます。 

 現在、岸田内閣はデジタル庁を創設し、行政をデジタル化することで効率を上げ、利便性を高

める取組に力を入れています。しかし、それはまだデジタルトランスフォーメーションの初めの

ステップです。 

 デジタルトランスフォーメーションとは、デジタルを糸口にして新しいつながりをつくり、

人々を幸せにするプロジェクトを生み出すことにあります。岸田内閣が提起するデジタル田園都

市とは、デジタルの力を使うことで世界とリンクし、地域の個性を生かし、一人一人のニーズに

合ったサービスを選び、多様な幸せを実現させることで、新しい富、新しい豊かさをつくること

にあります。 

 豊かな自然と文化遺産があり、ベッドタウンで生活情報が集積している私たちのまち牛久市は、

情報社会において、世界とつながり、富を生み出す可能性を秘めています。なぜならば、牛久に

ある地域資源は産業がつくったものではなく、食べる、着る、しつらえる、まさに生活者が主役

の宝物が多いからであります。この生活をテーマにした文化資源こそ、これから先の社会におい

て、人々の消費の対象であり、学びの対象になってきます。そして、それらの生活の資源こそが、

これからの富の源泉になる可能性を秘めているからであります。 

 このように、生活情報が集積する牛久市の地域文化資源をデジタル化し、さらにはそれを誰も

が楽しめるように物語化し、世界と共有することができれば、世界の人々を幸せにする富を生み

出す可能性があります。牛久市は、日本で最初に生活や学びをテーマにしたデジタル田園都市の

モデル都市として名のりを上げることができる可能性を持っていると私は考えています。 

 デジタル田園都市を視野に入れた地域社会の課題解決や、魅力向上を図るための総合的なデジ

タルフォーメーションの戦略策定をしているか、それについて伺います。 

○諸橋太一郎 議長 糸賀 修経営企画部次長。 

○糸賀 修 経営企画部次長兼財政課長 本市では、デジタル化を推し進めるため、牛久市デジ

タル化推進ガイドラインを令和４年９月に策定し、喫緊に取り組むべき事項といたしまして、国

が示す６つの重点事項を含む１１の事項を重点施策として位置づけたところでございます。 

 １１の重点施策のこれまでの取組状況につきましては、マイナンバーカードの普及促進では、

ガイドライン策定時点の交付率４８．５％に対し、最新の数値となります令和５年９月３０日時

点で７７．９％と交付が進みましたが、今後におきましても、引き続きマイナンバーカード申請

サポートなど、普及促進に取り組んでまいります。 

 次に、行政手続のオンライン化では、国が示す、特に国民の利便性向上に資する手続といたし

ましては、子育てや介護に関する２６の手続や転出、転入、ワンストップサービスなど、国が運

営するマイナポータルやぴったりサービスからマイナンバーカードを用いたオンライン手続を既

に実施しており、その他の手続につきましてもオンライン化に向けて取り組んでまいります。 

 次に、デジタル化推進体制の整備では、部長等で組織される電算化推進運営委員会をデジタル

化推進本部といたしまして、各部署にデジタル化推進リーダー１７名、デジタル化推進員３５名

を選任し、庁内業務の課題の洗い出しを行い、デジタル化可能な業務の検討を行っているところ



- １３３ - 

でございます。 

 次に、職員研修の実施、セキュリティー対策の徹底では、全職員を対象といたしました情報セ

キュリティー、個人情報保護を内容とした情報研修を実施しております。今後におきましても、

全ての職員がデジタルトランスフォーメーションの基本的な知識を習得し、ＩＣＴの基本的ツー

ルを活用することができるように、デジタル化推進リーダーや推進員を対象とした研修の実施や、

情報セキュリティーポリシーの見直しを引き続き実施してまいります。 

 また、これらの取組のほか、キャッシュレス決済の導入、自治体情報システム標準化・共通化

につきましては、本年度に事業着手するとともに、残る４つの重点施策でありますＡＩ・ＲＰＡ

の利用促進、地域社会のデジタル化を促進、デジタルデバイド対策、テレワークの推進につきま

しても、本年度に整備いたしましたデジタル化推進体制の中で検討を行いながら、デジタル田園

都市国家構想交付金などを積極的に活用し、本市のデジタル化の推進に向けて取り組んでまいり

たいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○諸橋太一郎 議長 塚原正彦議員。 

○７番 塚原正彦 議員 まだ検討の初期段階なのですが、ぜひ業務の見直しだけではなくて、

地域社会のデジタル化や、先ほど課や部の枠を超えたプロジェクトチームの中でも、このデジタ

ル化を使って、モデル事業が１つでも２つでも起きるような事を起こしていただければと思いま

す。 

 引き続きまして、デジタル化のテーマとして２番と３番は図書館について質問させていただき

ます。特に牛久市の図書館のデジタル化と、それについての質問を２番でさせていただきます。 

 ２４時間、いつでもどこからでも借りられる電子図書は、これから大きな可能性を秘めていま

す。電子図書は場所や時間にとらわれず、インターネットを通じて書籍の検索、貸出し、返却、

閲覧が可能です。図書館に来館できない人にサービスをすることができます。 

 電子図書の登場によって、文字を読むことが困難な人に対して、音声で読書可能にすることが

できています。そういう理由で、２０２０年は電子出版の市場は３，９３１億円規模に膨れ上が

りました。これはコロナの影響があります。今現在、電子図書は出版市場全体の２５％を占める

ほど成長しております。今、若い世代にとっては、電子書籍による読書や電子書籍を活用した学

習活動が一般的になってきています。 

 ところが、日本の公共図書館における電子図書館サービスの導入図書館は、２０２０年段階で

１００自治体、９７図書館にとどまっています。日本全国では１，３８０の自治体があるので、

７．２％しか電子図書館は普及していない現状があるのです。 

 一方、アメリカの公共図書館では、９０％以上の図書館において電子図書の導入が進んでいま

す。私が基本構想を書いて、創設以来関わってきています桜川市デジタル図書ミュージアムが２

０２４年１２月に開館しますが、ここでは地域情報を収集、記録、発信し、交流する新しいデジ

タルアーカイブ機能を持った日本で最初の本格的な電子図書館と銘打って設立されますが、この

ように地域においても、近隣においてもデジタル図書館が造られるようになってきました。 
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 牛久市において、図書館のデジタル化、あるいは電子図書がどのように活用されているのか、

それについての現状、あるいは将来電子図書について想定されているのか、その辺りの報告をい

ただければと思います。 

○諸橋太一郎 議長 高橋頼輝教育委員会次長。 

○高橋頼輝 教育委員会次長兼スポーツ推進課長 お答えいたします。 

 図書館におけるデジタル化の現状ですが、国のデジタル社会の実現に向けた重点計画における

地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続に真っ先に挙げられている図書館の図書

貸出予約等につきましては、県内４４市町村中、牛久市を含めた３７市町村がシステムを導入し、

対応しております。 

 なお、当市のシステムでは、所蔵資料の検索、予約を図書館ホームページ上で行えるほか、自

分の借りた資料の記録を管理できる機能や、レファレンス事例の検索機能に加え、スマートフォ

ンの画面を提示することで、利用者カードの代わりとして使える機能などにより、利便性の向上

を図っています。 

 また、その他のデジタルサービスとして、過去の新聞記事や判例等のデータベースを館内で閲

覧いただけるほか、クラシック音楽を中心とした音楽配信サービス、ナクソス・ミュージック・

ライブラリーは、インターネットを介して自由な場所で御利用いただくことが可能となっていま

す。 

 当市ではこのようなデジタル技術を用いたサービスを提供しておりますが、電子図書館やデジ

タルアーカイブの導入については、現在検討段階にございます。 

 図書館に行かなくても、インターネット上で図書館資料を借りることができる電子図書館の導

入状況は、現在のところ、県内で１８市町村、まだ半数には届いていないものの、コロナ禍を経

て増加傾向にございます。また、デジタルアーカイブについては、水戸市、常総市、筑西市、守

谷市などで取り組まれており、近隣市である守谷市では、電子図書館とは別にアーカイブを持ち、

市史や伝記等を掲載しています。なお、その他近隣市の図書館では、デジタルアーカイブは未実

施のようでございます。 

 県内で増加傾向にある電子図書館、また先進事例のあるデジタルアーカイブですが、導入には

課題もございます。電子図書館は、プラットフォーム代などのランニングコストを含めると、１

冊当たりのコンテンツ費用が、紙の書籍のおよそ２倍から３倍程度になること。また、コンテン

ツ利用に回数制限がある場合が多く、市の財産として保有できないことなどの課題がございます。

そうした中、先般新聞報道されたとおり、公立図書館における複本購入の制限について、国で議

論される予定であることなど、先行きが不透明な要素もございます。デジタルアーカイブは、た

だ単に資料保存をデジタルで行うだけではなく、オープンデータとして、その資料を十分に活用

してもらうための仕組みづくりも非常に重要であると考えています。 

 今後とも、先進事例を参考として利活用ビジョンを想定し、方針を定めることにより、計画的

な導入ができるよう検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 
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○諸橋太一郎 議長 塚原正彦議員。 

○７番 塚原正彦 議員 まだ恐らく牛久市はデジタル、特に予約や検索システムのデジタル化

の取組をスタートした段階で、電子図書やアーカイブ、それをどうやって使って教育プログラム

を展開していくかということはまだ研究途上だと思いますが、どこも研究途上なので、なるべく

広い視野を持って、従来の図書館概念を超えるような新しい視点から、デジタルライブラリーづ

くりに取り組んでいただければと思います。 

 ３番。では、以上のような２番までの質問を踏まえて、戦略的にデジタルトランスフォーメー

ションを展開していくためには、図書館を起点にしたデジタルトランスフォーメーションプロジ

ェクトが展開できるのではないかという御提案をしたいと思います。 

 情報が集積している図書館は、過去と未来をリンクして世界とつながることができ、人を元気

にすることができる魔法の舞台です。アメリカ合衆国では、図書館を設置することから都市計画

がスタートし、住民票の登録を図書館で実施する市や州が多数を占めています。世界最大級の知

の殿堂と言われ、ニューヨーク市民にも愛されている、９．１１の被災のときには２年間住民の

被災センターの役割も果たしたニューヨーク公共図書館は、若者の起業やハローワーク機能も持

ち、芸術支援に加え、子供からお年寄りまで全ての年齢、全ての人々に向けた教育プログラムが

展開されています。ニューヨーク公共図書館は、ライブラリーの枠を超え、ミュージアムでもあ

り、観光の拠点にもなり、ビジターセンターの役割も果たし、学校の役割も果たしています。本

を糸口に生活を磨き上げるためのあらゆる学びにリンクすることができ、つながることができる

創造空間になっています。皆様ぜひニューヨーク公共図書館のホームページを見てください。び

っくりすると思います。 

 アメリカでは、図書館が市民生活のあらゆる情報を提供して、相談サービスを実施する場とし

て、市民の生活を支えるライフラインの役割を果たしています。このニューヨーク公共図書館に

は、世界最先端のデジタルライブラリーがあり、ここではデジタルチームが４年間にわたって、

ニューヨーク公共図書館独自の電子書籍、電子アプリＳｉｍｐｌｙＥを開発しました。現在、３

０万冊以上の電子書籍、著作権が廃止になったものを全部電子書籍化して、朗読を入れ、朗読ブ

ックを提供し、２４時間いつでも読みたい本がダウンロードできるようになっております。食や

健康、ビジネス、環境、観光、多様な学習コンテンツがデジタル化されたオンライン教材として、

配信されているのが現在のニューヨーク図書館です。そのように、世界を視野に入れると、様々

な図書館が、人が集う、情報が集う、若者が新しいビジネスにチャレンジする、そういう場にな

っているのです。 

 韓国の首都ソウルは、歴史的建造物であった市庁舎を巨大な図書館に改装し、その背後に高層

建築で新しい市庁舎を設置しました。ここの図書館のキーワードはヒューマンライブラリー、創

造の翼で冒険しよう。明らかにこの市庁舎は、図書館でありながら市庁舎で、図書館の枠組みを

超えた、つまり市庁舎に行くことによって新しい学びやわくわくする冒険ができて、世代を超え

た学びができ、イベントができ、音楽にも出会え、人々が集まるまちのシンボルになり、観光施

設になっています。 
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 牛久市の図書館への支出は、令和５年度１億９，５００万円ぐらいになっております。龍ケ崎

市は９，０００万円程度です。来年１２月にオープンする日本で最初の本格的なデジタルミュー

ジアムライブラリーの桜川市は１億５，０００万円の規模で運営される予定です。今現在、牛久

市に注ぎ込んでいる図書館の予算を柔軟に活用できれば、恐らく桜川市と同レベル、あるいはそ

れを超えるデジタル化が展開でき、プロジェクトチームで図書館業務の発想を見直していただけ

れば、先進モデルになる。岸田内閣もどこも想定していないような、ニューヨーク公共図書館や

ソウル市図書館のような新しい取組ができるかもしれません。デジタル田園都市の可能性を秘め

た牛久市は、従来の図書館の枠にとらわれることなく、新しいデジタルトランスフォーメーショ

ンのプロジェクトの構想をつくりながら、ぜひプロジェクトに挑戦していただく、そういう新し

い発想を持った市政展開をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 沼田和利市長。 

○沼田和利 市長 塚原議員の質問にお答えいたします。 

 本市のデジタル化に向けた取組といたしましては、専属部署として、令和４年４月にデジタル

推進課を立ち上げ、同年９月にデジタル化を推し進めるため、牛久市デジタル化推進ガイドライ

ンを策定いたしました。また、本年６月にはデジタル化推進本部の設置をはじめとして、デジタ

ル化推進リーダー及びデジタル化推進員を選任し、デジタル化推進体制の整備を行い、庁内業務

のデジタル化について検討に着手したところであり、地域社会のデジタル化の推進については、

取り組めていないのが現状であります。 

 今後、まちづくりを進めていく上で、デジタル技術の活用による地域活性化や社会課題の解決

を図ることは重要な課題と認識しており、牛久市デジタル化推進ガイドラインにおきましても、

地域社会のデジタル化の推進が重要施策に位置づけておりますので、まず現状では庁内業務のデ

ジタル化を優先して取り組み、地域社会のデジタル化につきましても、先進地である桜川市で整

備を進めている図書館機能、公民館機能、支所機能を併せ持った複合施設等、他自治体の取組事

例なども参考にして、デジタル化推進本部等において検討を行ってまいります。 

○諸橋太一郎 議長 塚原正彦議員。 

○７番 塚原正彦 議員 ぜひ検討して、長期構想の中で進めていただければと思います。 

 続きまして、４番目の質問をさせていただきます。去る９月１０日に実施されました牛久市長

選挙で争点とされた牛久市の財政硬直化についてです。 

 市長選挙において提起された問題が牛久市の財政硬直化です。平成２９年以降に実施された大

型公共事業により、市債残高が３０７億円から３３１億円に膨れ上がり、借金に依存し続ける深

刻な財政危機にあるという指摘がなされ、市民から、牛久市は大変なことになるというような声

が私のところにもたくさん届きました。 

 私が調べてみた範囲では、経済雑誌やビジネス誌で、今住みやすさのランキングだとか、財政

力のランキングだとか、先ほど池辺議員の質問にもありました職員数のランキングとか出ている

わけですが、ある権威のある経済雑誌が発行している財政指標を調査してみた結果、２０２０年
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度版では、牛久市は日本全体の１７４位の財政健全化があって、偏差値は５５ぐらいですから、

平均よりもかなり上のランクに位置づけられていた。健全度は高いレベルに位置づけられていま

した。 

 この会社で出しているデータは、５つの視点で日本全国の市町村をランキングしているのです

が、支出が収入の範囲に収まっているか、つまり収支がちゃんと保たれているか。外部の環境の

変化があっても柔軟に対応できる弾力的な財政規模になっているか。３番目が、支出を税収で賄

えているか。４番目が、税収に安定した裏づけがあるか、財政基盤になります。５番目が、財政

上の負担を将来世代に先送りしていないか、将来負担。この５つの視点でランキングした成果だ

そうです。これはあくまでも民間の調査ですが、先ほど申し上げましたように牛久市の財政は健

全であり、まだ未来に投資できる余裕はあると私は読み取っております。 

 この市長選で争点になった財政の硬直化と健全度、それについて具体的に分かりやすく、本当

に危機に陥っているのかどうか、そこを説明していただきたいと思います。 

○諸橋太一郎 議長 糸賀 修経営企画部次長。 

○糸賀 修 経営企画部次長兼財政課長 令和３年度まで増加傾向にございました地方債残高に

つきましては、令和４年度決算では３１６億７，０００万円と、普通会計決算では１０億５，０

００万円の減額、下水道事業会計では３億８，０００万円の減額となり、普通会計の歳入に占め

る地方債の割合につきましては、令和３年度７．１％に対し、令和４年度４．３％と引き下がっ

てございます。 

 また、令和３年度当初予算におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響から、前年度比７

億３，０００万円の減額を見込みました市民税は、令和３年度決算におきましては１２１億９，

０００万円と、前年度比０．２％増の結果となりましたが、令和４年度決算では、個人市民税の

落ち込みから１２１億１，０００万円と、前年度比０．６％、８，０００万円の減額となりまし

たが、市民税を含めました自主財源につきましては、令和３年度の１６３億８，０００万円から、

令和４年度は１７９億６，０００万円と増加し、歳入総額の５４．０％を占める自主財源が確保

されてございます。 

 また、令和３年度決算におきまして、８０％台に引き下がった経常収支比率につきましては、

令和４年度決算では、再び９０％台に引き上がり、実質公債費比率につきましても２．６％と前

年度から０．２％引き下がってはおりますが、実質公債費比率につきましては、県内でも低い数

値となっており、先ほど申し上げました地方債残高の減少、自主財源の増加など、総合的に改善

が図れた決算となっていることから、深刻な財政危機には至っていない状況と考えてございます。 

 今後におきましても、市民税をはじめとした自主財源の確保を図るとともに、国の地方財政計

画等の動向に注視し、公債費等の適正管理に努めながら、持続可能な財政基盤の構築に向け、財

政運営を進めてまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○諸橋太一郎 議長 塚原正彦議員。 

○７番 塚原正彦 議員 今の説明でおおむね理解はしたのですが、やはりなかなかですね、グ
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ラフを用いたり、ビジュアル化するなどして示さないと、なかなか市民には理解できないのでは

ないかと。今回この指摘があって、私もいろいろ公開情報を洗い出したのですが、牛久市の健全

度をきちんと説明する、先ほどの民間の経済誌がランキングしてくれて、牛久市は職員の数も住

民１人当たり非常に少ないし、財政基盤もそれほど揺らいでいない。将来人口もそれほど減らな

い。そういうアピールがあまりされてないのですね。調べないと分からないのです。牛久市の住

みやすさ、可能性、こんな頑張っている姿をもっとビジュアル化してプロモーションしないと、

先ほど冒頭私の１番目の質問にあったように、若い世代に牛久で何かチャレンジしてみようと、

そういう発信になりませんので、ぜひ今の説明を分かりやすく図解するなり何なりして、プロモ

ーションしていただくような情報管理をしていただければと思います。 

 以上でございます。どうもありがとうございました。 

○諸橋太一郎 議長 ここで発言を求められておりますので、これを許します。糸賀 修経営企

画部次長。 

○糸賀 修 経営企画部次長兼財政課長 先ほどの答弁の中で、実質公債費比率につきまして、

２．６％と前年度から０．２％引き下がっているという答弁でございましたけれども、実質公債

費比率につきましては、０．２％引き上がっているということでございます。申し訳ございませ

んでした。 

○７番 塚原正彦 議員 市の財政健全度も分かりましたので、これにて私の質問を終わらせて

いただきます。どうもありがとうございました。 

○諸橋太一郎 議長 以上で、７番塚原正彦議員の一般質問は終わりました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１５時４０分といたします。 

                午後３時３３分休憩 

         ――――――――――――――――――――――――― 

                午後３時４５分開議 

○諸橋太一郎 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、８番柳井哲也議員。 

      〔８番柳井哲也議員登壇〕 

○８番 柳井哲也 議員 うしく未来プロジェクトの柳井哲也でございます。よろしくお願いし

ます。 

 このたびは、牛久市長、沼田新市長を迎えて、牛久市議会も活気のある議会を、一般質問をや

って進めております。私も新しいまちづくり、一生懸命頑張ってやってまいりたいと思います。 

 実は９月２０日の新聞でありますが、茨城県の基準地価が報道されました。これを見ますと、

牛久市は本当にすばらしいまちなんだなということで理解できます。どういうことかと申します

と、牛久駅の前こそ去年と地価は変わっていないのですけれども、田宮町、それから中央一丁目

辺りは地価の上昇が記録されております。これが１坪当たり３，３００円。ひたち野うしくの東

側、西側、両方見てみますと、１坪当たり１万円弱、やっぱり地価の上昇が見られます。牛久市
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はＴＸ沿線でもないのに地価の上昇が見られるということは、すごいことだと思っております。

牛久のまちが、本当に夢のある、希望のあるまちであることが、数値上示されていると考えてい

ます。県南地域でこういうまちは、本当にすばらしい長所であると思っております。 

 しかし、皆さん、本当に残念なことなのですが、人口が、牛久市は、にもかかわらず、減少を

続けているのです。どこに問題があるのかということで、今回牛久市のまちづくりについて質問

させていただきます。特に全体になりますとぼやけていきますので、牛久駅周辺、中心市街地、

どんなふうに牛久市は考えているのか、そういうことに絞りまして、まず第１に、牛久駅周辺の

まちづくりをどのように考えているのか。 

 これまで本市は、様々な牛久駅前の整備をやってきていますが、もっともっと希望の持てる、

さらに魅力のあるものにするにはどうしたらよいか、どのように考えているか、そのことについ

て質問いたします。よろしくお願いします。 

○諸橋太一郎 議長 藤木光二建設部次長。 

○藤木光二 建設部次長兼都市計画課長 牛久駅周辺につきましては、にぎわいのあるまちづく

りを目指し、国の補助金を活用しながら、牛久駅前西口広場のバリアフリー化やエスカード牛久

ビルに連結するペデストリアンデッキに屋根の設置を行うなど、利便性の向上に向け整備を進め

ているところでございます。今年度も公衆トイレの設置を予定しており、計画的に整備を進めて

まいりたいと考えております。 

 また、エスカード牛久ビルにつきましては、昨年５月にパシオス、ダイソーが出店し、これま

でのエスカード牛久ビルでは見られなかった高校生をはじめとした若年層の利用者の姿が見受け

られ、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが５類感染症に移行された後、一部の店舗では

昨年度より売上げが上がったとの報告をいただいております。引き続き、小売業に限らず、幅広

いリーシングの実施と、公共的利活用を推し進めることで空き床の解消を図り、エスカード牛久

ビルが牛久駅周辺の中心市街地のにぎわいの拠点となるよう取り組んでまいります。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 柳井哲也議員。 

○８番 柳井哲也 議員 エスカード牛久ビル、できるだけ速やかに、にぎわいの拠点となるよ

う、一刻も早い解決をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、２番目の質問に入ります。ひたち野うしく駅を中心とするまちづくりについてであ

ります。私は、最初の質問にも関係するのですが、牛久市になくて隣の自治体にあるもの、いつ

もこれが気になっております。例えば、牛久市にないもので隣にあるというのは、裁判所ですね。

まず裁判所、牛久市にはありません。税務署も牛久市にはありません。それから、労働基準監督

署も牛久市にはありません。その他、いろいろほかにもあります。国レベルのものでありますと、

県内いろんな自治体にいろいろな県立、国営、海浜公園だとか、大洗の県の水族館だとか、いろ

いろ、たくさんたくさんよそにはあるのですが、牛久市には県立とか国営のそういう施設は現時

点では全くありません。私が希望を持っているのは、そういうところで今度牛久市に迎えた新市

長、沼田市長はこれまで県議会におられて、県職員あるいは県知事ともパイプが太い、国とのパ
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イプも持っておられるとお聞きしております。様々なことを、よそにあるんだから牛久にないの

おかしいじゃないかと私は思ってはいません。しかし、そのようなまちづくりに、牛久にないも

のを何とかしていこうと考えたときに、牛久市の一番長所は何かということを考え、では、まち

づくり、こういうものを国や県にも働きかけてみようという考え方、これまであまりなかったと

思います。沼田市長を迎えて、そういう視点もぜひとも取り入れて、まちづくりを進めていただ

きたいという思いも込めて、２番目のひたち野うしく駅を中心とするまちづくりについて、質問

したいと思います。 

 ひたち野ニュータウンとしての住宅地、ほとんどなくなっているにもかかわらず、基準地価、

先ほど申し上げましたように、ひたち野うしく駅の東側も、西側も、昨年と比べて９，９００円

です、正確には、１坪当たり。これからも上がっていくものと思います。基準地価はこういうこ

となのですが、取引価格はその倍ぐらいのうわさもお聞きしております。それだけ牛久は期待の

持てる場所なんだなというところが分かるわけでありまして、にもかかわらず、なかなか全体と

しては人口減少が続いている。発展の可能性、どうなんでしょう、市のまちづくりが常に有効で

あれば、さらに発展すると思うのですが、このまま何もしないでいたら、発展の可能性も失われ

れるものと考えております。ひたち野うしく駅周辺のまちづくりについて、市のお考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

○諸橋太一郎 議長 沼田和利市長。 

○沼田和利 市長 柳井議員の質問にお答えいたします。 

 ひたち野うしく駅を中心とした市街地は、駅が平成１０年に開業し、北部ニュータウンとして

街びらきして以来、継続した住宅需要に支えられ、戸建て住宅や高層マンション、店舗などが立

地し、ほぼ宅地が埋まりつつある状況です。 

 本年２月から、ひたち野リフレプラザ市民窓口を設置し、併せてフリースペースを設けるなど、

地域住民の利便性向上を図っているところです。 

 さらに、人口増加策の１つとして、ひたち野うしく中学校の開校や、現在も続く宅地需要に対

応するため、ひたち野うしく中学校の北側隣接地約１０．６ヘクタールの区域において、組合施

行による土地区画整理事業の計画を進めており、来年度には組合の設立と事業認可の取得を予定

しているところです。まずは、この事業を着実に進め、効果を確認した上で、都市計画マスター

プランなどと整合を図りながら、今後の計画を検討してまいりたいと考えております。 

 また、こちらは牛久市の事業ではございませんが、茨城県では県道土浦稲敷線や県道土浦竜ヶ

崎線の整備が進められております。圏央道へのアクセスもよく、ますます利便性が高まる地域で

あると想定されますので、そういった動きにも注視しながら、まちづくりの検討を進めてまいり

たいと考えております。 

 また、先ほど柳井議員の質問の中で、牛久市には国や県の施設がないといったことに対しまし

て、私に求めるものが非常に大きいといったようなことに捉えました。確かに言わんとしている

ことは分かりますが、国や県で行う事業においては、今すぐといったことはなかなか難しいと判

断しております。そういった御理解をいただきたいといったことで、あとひたち野うしくのまち
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づくりにおいては、やはりこの牛久市全体の、ある意味牛久市を牽引する地域であるとも認識し

ております。今後、その地域住民の方が何を求めるかによって、あそこのまちづくりというのは

常に変化してくるのかなとも思っておりますので、そこは注意深く見ながら、今後慎重に行政運

営を図っていきたいと思っております。 

○諸橋太一郎 議長 柳井哲也議員。 

○８番 柳井哲也 議員 市長から答弁いただきました。ありがとうございます。ある意味、無

理なことを言ったような形になってしまいましたけれども、過去、隣のまちは本当に大きなまち

で、いろんなものがそろっているのは当たり前であります。ただ、こういう例があります。宅地

建物取引業協会牛久・龍ケ崎支部というのはあるのですが、以前は隣のまちのほうが結構大きか

ったからあれなのですけれども、いざ、最近そういう事務所本部をどこに置くかということにな

ると、牛久の商工会に置かれていること、皆さん御存じだと思います。これは、牛久市内に宅地

建物取引業者が非常に多いということで、実態に合った形ができてきたということだと思ってお

ります。まちづくりこれからやっていく中で、今３組合の統合化ということも話合いに出ており

ますが、これまでは全てそういう本部というか、事務所は隣のまちだったのですが、少しずつ少

しずつ見直しの時期が来たときに、やっぱりそういう実態に合ったまちづくりがされますと、市

民も非常に利便性が増しますし、商業界の人も非常に潤ってくるということで、牛久市のそうい

うまちづくりがだんだんだんだん充実していきますと、本当に市内の方々に喜んでもらえるもの

と思っております。魅力のある住みよいまちづくり、どうやってつくっていくか。これは執行部

ばかりでなく、議会も共に知恵を出し合って、すばらしいまちづくりをしていけたらといつも思

っております。よろしく御指導いただけたらと思います。 

 極めて簡単でありますけれども、私の質問をこれで終わらせていただきます。あっ、まだ残っ

ています。いつもこれやっちゃうのですよね。２番目の質問に移りたいと思います。 

 牛久市の国際交流協会がありますけれども、この活動内容について質問したいと思います。１

番目は、目的とこれまでの活動内容について、コロナ禍前とコロナ禍両方でお答えいただけたら

と思います。よろしくお願いします。 

○諸橋太一郎 議長 飯島希美市民部次長。 

○飯島希美 市民部次長兼市民活動課長 牛久市国際交流協会の目的は、牛久市と国内及び国外

の姉妹都市との交流及び市民を主体とした幅広い分野における国際交流を推進し、市民文化の向

上に資するとともに、国際親善に寄与することであります。 

 組織としては、日本語部会、料理部会、都市交流部会の３つの部会で構成されており、主な活

動内容としては、市内在住外国人向けの日本語教室、世界家庭料理の会、国際理解教育講座の開

催等となっております。そのほか、海外、国内の姉妹都市交流については、現在は主に事務局で

ある市民活動課がそれぞれの自治体の担当者と連絡を取り、イベントの際には協会の会員にお知

らせし、参加を募る形を取っております。 

 姉妹都市交流について申し上げますと、コロナ禍前においては、海外では、カナダのホワイト

ホース市とはお互いの中高生の隔年での派遣と受入れ、オーストラリアのオレンジ市については、
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市内の３つの高校がお互いの相手校生徒・教諭の派遣と受入れ、イタリアのグレーヴェ・イン・

キアンティ市とは、牛久市民団の派遣などを行っておりました。 

 国内では、常陸太田市とはかっぱ祭り踊りパレードへの参加受入れ、Ｗａｉワイまつりでの出

店、常陸秋そばフェスティバルへの牛久市民団の派遣等の交流を、宮城県の色麻町とは、同じく

かっぱ祭り踊りパレードへの参加受入れ、色麻町かっぱのふるさと祭りへの牛久市民団の派遣等

を行っておりました。 

 令和２年からのコロナ禍における３年間については、残念ながら対面での姉妹都市交流はほと

んど行うことができず、唯一、オーストラリアのオレンジ市とコロナ禍前から行っていた、イン

ターネットを介した日本語朗読コンテスト、通称牛久カップのみを行いました。 

 コロナ禍も落ち着いてきた現在では、海外も国内も、少しずつ元どおりの活発な姉妹都市交流

を復活させ、事業を推進していく予定でおります。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 柳井哲也議員。 

○８番 柳井哲也 議員 文化交流ということで、こういう経済交流みたいなものは目的となっ

ていないので、オレンジ市やホワイトホース市などからＡＬＴに来てもらうなどということは、

無理なんでしょうね、きっとね。そういうふうに理解いたしました。 

 ２番目の児童生徒のための交流について質問させていただきます。高校生は、オーストラリア

のオレンジ市やカナダのホワイトホース市へ派遣を行っていますが、国内の姉妹都市である常陸

太田市や親善友好都市の宮城県色麻町へ、児童生徒のための１週間程度のホームステイ、このよ

うなものを考えられないかどうか質問させていただきます。お願いします。 

○諸橋太一郎 議長 飯島希美市民部次長。 

○飯島希美 市民部次長兼市民活動課長 牛久市国際交流協会では、次代を担う青少年に、姉妹

都市でのホームステイの機会を提供することにより、視野の広い国際感覚と郷土愛に満ちた人間

性を育む目的で、コロナ禍前まで隔年で行ってきました。カナダ・ホワイトホース市への派遣事

業に参加した中高生は、慣れない英語でホストファミリーとコミュニケーションを取り、異文化

を肌で感じ、ユーコン準州の雄大な自然の中でのアウトドア活動を経験することにより、市民同

士が交流を深め、日常から離れて真にリラックスできたことなど、貴重な体験をすることができ

ました。その体験は、青少年にとって今後の人生を豊かにするものであると考えられます。 

 国内の姉妹都市を考えてみますと、常陸太田市、宮城県色麻町ともに牛久市とはかなり趣を異

にするまちであります。常陸太田市には、旧水府地区の竜神峡をはじめとする沢山の自然が残さ

れています。また、宮城県色麻町も、ベッドタウンとして発展してきた牛久市とは異なり、稲作

を基幹産業とする農業の町で、豊かな田園風景が広がっています。両市町とも、青少年にとって

訪れる価値のあるところであります。 

 今後、保護者や学校から、児童生徒を常陸太田市や色麻町にホームステイさせたいなどの要望

がありました場合には、両姉妹都市の国際交流協会と協議を行い、市の教育委員会とも相談しつ

つ、協議検討してまいりたいと思います。 
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 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 柳井哲也議員。 

○８番 柳井哲也 議員 ホームステイの質問をさせていただきました。なぜこのような質問を

したかといいますと、様々な理由で不登校となっている児童生徒のために、国内留学というのが

今よくテレビなどで、その成功例が報道されます。牛久市とそういう信頼関係のある色麻町とか

常陸太田市と、そのような制度が設けられたらなという思いがいつも思い出されまして、国際交

流協会の目的からは無理があるようですね。これはもう、牛久市には、この件についてはきぼう

の広場がありますよということで、それは私もよく存じているのですが、完全にこの環境を離れ

たところで子供たちが生活を送れる、そういう場の提供、そういう選択肢、１つ増やしてもらえ

たらなという思いをいつも持っています。そういうことを考えていただけたらという思いを込め

て質問させていただきました。検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上、私の質問をこれで終わりとさせていただきます。ありがとうございました。 

○諸橋太一郎 議長 以上で、８番柳井哲也議員の一般質問は終わりました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１６時２０分といたします。 

                午後４時１３分休憩 

         ――――――――――――――――――――――――― 

                午後４時２５分開議 

○諸橋太一郎 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１、一般質問を継続いたします。 

 次に、１１番加藤政之議員。 

      〔１１番加藤政之議員登壇〕 

○１１番 加藤政之 議員 皆様、改めましてこんにちは。会派市民クラブ、立憲民主党の加藤

政之です。任期が始まって半年が経過し、市民の皆様から市に対する要望や改善案等を受け、そ

の代表的なものを今回の議会で質問いたします。よろしくお願いいたします。 

 まず、大きく分けて１つ目の質問、災害時の市の対応についてお伺いいたします。 

 近年、異常気象による線状降水帯の発生に伴う水害が全国各地で発生している中、比較的災害

が少ないと言われてきた本市でも、決して災害と無関係とは言えない状況です。やはり災害に対

するふだんからの準備が市民の安全と命を守るという観点からも、非常に重要になってきている

と考えております。 

 ７月に行われました本市での防災訓練に私も参加いたしましたが、消防関係の皆様が様々な災

害を想定し、実際の災害発生さながらに、迅速に人命救助される様子を拝見し、改めて災害に対

する日頃の準備の重要性と、災害が起きたときの迅速な対応が求められるものだと痛感いたしま

した。 

 そこで、災害が起こることを想定し、我が市における水や食料品、その他の備品等の備蓄状況

がどうなっているかお伺いいたします。 

○諸橋太一郎 議長 小川茂生市民部長。 
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○小川茂生 市民部長 お答えいたします。 

 当市における備蓄品の備蓄状況でございますが、まず防災倉庫としては、市役所敷地内、牛久

運動公園武道館脇、中央生涯学習センター、奥野生涯学習センター、総合福祉センターの５か所

ございます。また、教育委員会や学校側と協議の上、牛久小学校、ひたち野うしく小学校、牛久

第一中学校、牛久第三中学校、牛久南中学校、下根中学校、ひたち野うしく中学校には、空いて

いるスペースを借用し、備蓄品を収納している状況でございます。 

 茨城県地域防災計画には、市町村が備蓄すべきものが記載されており、それを踏まえて牛久市

としても備蓄を実施しております。備蓄している品目につきましては、飲料水、食料ではアルフ

ァ米をはじめとし、ライスクッキー、水が不要なレトルト御飯、麺類、乳幼児用ミルク、ベビー

フード等を用意してございます。食料以外では、段ボールベッド、毛布、携帯トイレやマスク、

消毒液等の感染症対策用品、プライバシーが保護できるよう、テントやパーティションなど多種

多様なものを備蓄している状況です。 

 次に、備蓄している数量ですが、食料に関しては約４万食分、飲料水に関しては５００ミリリ

ットルペットボトルを１万７，４００本備蓄しております。食料以外の数量については、主なも

のになりますが、毛布が約８，０００枚、携帯トイレが約６万回分、テントが５００張、パーテ

ィションが４８０セット、マスクが約１５万７，０００枚、おむつが約２万７，０００枚ありま

す。これらで不足するものについては、様々な企業と締結している災害協定などで対応していく

考えです。 

 一方、備蓄の基本は各御家庭で実施していただくことです。市としては、最低３日以上の食料、

飲料及び生活用品を備蓄するよう呼びかけており、今後も周知をしていきたいと思います。 

○諸橋太一郎 議長 加藤政之議員。 

○１１番 加藤政之 議員 防災倉庫についてですが、防災倉庫がどこにあるのかを御存じない

住民の方もいらっしゃると思いますので、ぜひ最寄りの場所を機会あるごとに市民の方に御確認

いただけるように広報していただければと思います。 

 学校の空きスペースも、児童生徒の皆さんに共有いただけることで防災の意識を高めてもらう

ことにつながると思いますので、周知してもらえたらと思います。 

 また、３日分の食料は、１人当たり１日３食としても９食、飲料水は１日当たり３リットル必

要とされていますので、市民の皆様にも防災に関する意識を高めたり、御家族で日頃より話題に

していただけるような啓発活動が重要だと思います。 

 さて、先ほどの答弁でお答えしていただいた備蓄量、この備蓄量は全市民の何割が避難すると

いう想定で組まれていますか。 

○諸橋太一郎 議長 小川茂生市民部長。 

○小川茂生 市民部長 茨城県が公表している茨城県地震被害想定調査報告書では、牛久市の避

難者数は被災当日で５，５００人となっておりまして、約６．５％となります。 

○諸橋太一郎 議長 加藤政之議員。 

○１１番 加藤政之 議員 ５，５００人で約６．５％とのことですが、その割合の市民がそれ
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ぞれの避難所に避難したとして、何日分の量になりますでしょうか。お答えいただきたいと思い

ます。 

○諸橋太一郎 議長 小川茂生市民部長。 

○小川茂生 市民部長 １日３食と計算しまして、約２．５日分となります。御家庭でお願いし

ている備蓄の最低３日分を合わせますと、約５．５日ということになります。 

 過去の災害事例を踏まえますと、発災後４日以降は各地からの支援などを受け入れるため、現

在の備蓄量で十分賄えるものと考えております。 

○諸橋太一郎 議長 加藤政之議員。 

○１１番 加藤政之 議員 約２．５日分、各御家庭での備蓄３日分を合わせて約５．５日分と

いうことですが、自助の部分で３日分の備蓄はなかなか周知することが難しいと個人的には思い

ます。それに加え、３日分の食糧を備蓄することが経済的理由から困難な人もいると思います。

災害時の基本的な部分は、自助という方針は多くの市町村でも変わらないと思いますし、本市の

備蓄品約２．５日分も相応の量と考えますが、市が補うべき公助の部分は、市民の命と安全を守

るためにも非常に重要な部分でございますので、市民の皆様に自助の部分の周知をしっかりと本

市として行った上で、自助できない方がどれぐらいの人数いるかを把握し、自助できない方への

市民としての対応も今後考えていく課題と考えています。 

 共助については、自治会の横のつながりを深めていただきたく、市としても進めていってもら

いたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 続いて、今年６月に発生した台風２号における取手市双葉地区民家の床上床下浸水、合わせて

６００戸を超える浸水被害や牛久沼の越水被害などが確認されました。住民の皆様からも、災害

の少なかった今までとは違う備えが必要なのではないかというお声も、私自身受けているところ

ですが、水害を受けてのハザードマップの整備状況はどうなっているかお答えください。 

○諸橋太一郎 議長 小川茂生市民部長。 

○小川茂生 市民部長 本市における水害ハザードマップの作成についてでございますが、国や

県で作成する洪水浸水想定区域図というものが必要となります。浸水想定区域図は、水防法の規

定に基づき、洪水予報河川と水位周知河川に指定されている河川について作成、公表しておりま

すが、牛久市内には洪水予報河川と水位周知河川に指定されている河川がないため、水害のハザ

ードマップはありませんでした。 

 一方、茨城県では、令和元年東日本台風などの被害を踏まえ、洪水予報河川及び水位周知河川

以外の中小河川でも、新たに洪水浸水想定区域図を作成、公表することになりました。小野川、

乙戸川、桂川、稲荷川については浸水想定区域図の作成が完了し、今年度中には茨城県より洪水

浸水想定区域の指定及び洪水浸水想定区域図が公表される予定でございます。牛久市としても公

表され次第、速やかにホームページ等に掲載し、市民の皆様に周知してまいります。 

 一方、谷田川、牛久沼の浸水想定区域図の作成、公表が、県によると来年度になると聞いてお

り、市としてはそれら全ての浸水想定区域図が出そろう来年度に水害ハザードマップを作成し、
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作成次第、速やかに市民の皆様へ広報していきたいと考えております。 

○諸橋太一郎 議長 加藤政之議員。 

○１１番 加藤政之 議員 洪水予報河川や水位周知河川など、経済上重大または相当な損害を

生じる可能性がある河川は牛久市内にないとのことですが、県が行っている小野川、乙戸川、桂

川、稲荷川などの洪水浸水想定区域の指定及び洪水浸水想定区域図については、住民の皆様にと

っても大変重要な情報ですので、連携を取っていただき、作成が完了次第、公表していただけた

らと思います。 

 次の質問に移ります。 

 台風２号の被害ですが、市内各所でも床下浸水が１か所、道路冠水１１か所、車両水没５件、

２名が救助されるなど被害が出たとの報告を市側から受けていますが、危険箇所についての周知

を今後どのように市民に行っていきますでしょうか。また、隣接市の越水などの状況は、リアル

タイムで市民に伝わっていましたでしょうか。 

○諸橋太一郎 議長 小川茂生市民部長。 

○小川茂生 市民部長 ６月の梅雨前線に伴う大雨の際は、市民への情報伝達に課題がございま

したため、９月の台風１３号接近の際はホームページに専用ページを設けました。 

 この専用ページでは、避難所、防災無線情報、気象警報の発表状況、通行止め等の災害情報を

一元化して見られるよう対応したところでございます。今後も、台風接近など大雨が予想される

場合は専用ページを設けていきたいと考えております。 

 また、本年８月より運用を開始した防災アプリケーション「防災うしく」、またＬＩＮＥ等の

ＳＮＳ、テレフォンサービス、ホームページ、広報車、消防団等の様々な情報伝達手段を実施し

ているところでございます。 

 近隣市の被害状況の市民への伝達につきましては、現時点では実施できておりませんが、牛久

市にも大きな影響が出るような被害があった際は周知できるよう、近隣市との連携も検討してま

いりたいと考えております。 

○諸橋太一郎 議長 加藤政之議員。 

○１１番 加藤政之 議員 ６月の課題についても、私も同様の認識を持ちました。市民の命と

暮らしを守るための迅速な対応に敬意を表したいと思います。 

 水害は刻一刻と状況が変化する場合もあるので、水位カメラや国道などに設置されているカメ

ラなどを通じて早めの周知をお願いしたく、よろしくお願いいたします。 

 近年では、移住先を探す上で、子育てや医療の環境に加えて、ハザードマップの状況も重視す

る方が増えていると聞いております。ハザードマップの対象になる河川がないことや、ふだんか

ら災害対策に取り組んでいる自治体ということは、移住促進にもアドバンテージになると考えま

すので、引き続きましての安全・安心のための取組を要望して、次の質問に移ります。 

 続いて、８月から防災アプリケーションがスタートしているが、水害の質問の際に自分自身も

利用してみたのですが、まず起動した際に、登録すれば、自分の在住地区が最初に地図で出てく

るなど、一目で分かるレイアウトのほうがよいと感じましたので、今後の運用の改善をお願いし
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ます。 

 続いて、関連してですが、防災アプリケーションの利用状況と牛久市の登録者数はどのくらい

の人数でしょうか。 

○諸橋太一郎 議長 小川茂生市民部長。 

○小川茂生 市民部長 牛久市では、災害や防災などに関する情報について、防災無線をはじめ、

市のホームページやＬＩＮＥ等、複数のメディアから配信する体制の整備拡充を行っており、そ

の１つとして、本年８月１日よりスマートフォンから受け取れる牛久市専用の防災情報アプリケ

ーション「防災うしく」をリリースし運用を開始しております。これにより、このアプリを通し

て、災害、防災に関する情報が迅速に通知されることとなり、また防災行政無線で発信した情報

についても、このアプリに配信され、容易に内容を確認することができるようになりました。 

 ほかにも避難所等を記した防災マップや災害用伝言板、さらには防災や生活などに役立つ各種

のリンクを設けており、平常時からお使いいただける仕様となっております。 

 防災うしくアプリケーションは、１０月１日時点で４，１１９人の方に登録をいただいており

ますが、今後ともさらに多くの市民の皆様に活用され、災害に備えていただきますよう、内容の

周知及び登録の促進を図ってまいります。 

○諸橋太一郎 議長 加藤政之議員。 

○１１番 加藤政之 議員 こちらの防災アプリケーションは、本市に住んでいる方だけではな

く、ほかの市や他県に住んでいる人が、本市に住んでいる御家族の安否確認のためにインストー

ルされる方も多数いらっしゃると思いますので、４，０００人から、最低でも人口の１割の８，

０００人や１万人程度に広げてもらいたいと思います。 

 また、冒頭にも述べましたが、地点登録などができ、牛久市に住んでいる御家族の安否が一目

で分かるようなレイアウトも、ひとつ参考にしていただければと思います。 

 市民に開かれたアプリケーションの運用を、私自身も市内の友人、知人に広めていきたいと考

えております。 

 災害時の初動対応に迅速な安全確保と安否確認は、非常に重要なものとなっております。先ほ

ども触れましたが、自助、共助、公助の３つの観点がうまく機能することで、災害に強いまちづ

くりが展開できると考えています。昭和、平成、令和と時代が移り変わりまして、昭和の時代の

ように親兄弟がたくさんいて、御近所におじやおばといった親戚がたくさん住んでいるような社

会情勢とは大きく変わりました。核家族化が進み、独居世帯も増えて、どうしても自助や共助の

部分が弱まってしまっていると、公助の重要性が高まってくるのは当然の流れだと思います。家

族の絆や地域の絆を高めるとともに、市が支え合いの役割を果たすことが、市民の安全・安心に

つながりますので、行政と議会が一丸となって取り組んでいくことが重要だと考えます。 

 次に、大きく分けて２つ目の質問、新市長のマニフェストの基本政策、６つの柱の移住政策の

推進についてお伺いいたします。 

 まず初めに、市外、県外、首都圏からのそれぞれの流入人口の変化と伸びの現状をお答えくだ

さい。 
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○諸橋太一郎 議長 二野屏公司経営企画部長。 

○二野屏公司 経営企画部長 本市の人口は、平成２９年１２月の８万５，２５５人をピークに

減少に転じ、その後の人口の増減について、住民基本台帳の年度ごとの集計を見てみますと、出

生者数と死亡者数の差である自然増減については、平成３０年度が１３３人の減少であったもの

が、出生者数の低下、死亡者数の増加により、令和２年度は２６８人の減少、令和３年度は３６

２人の減少、令和４年度は５１２人の減少と加速度的に減少が進んでおります。 

 その一方で、転入者と転出者の差である社会増減に関しましては、令和２年度は９３人の増加、

令和３年度は１２６人の増加、令和４年度は１３７人の増加と、転入超過の状況が続いていると

ころであります。 

 牛久市への転入者の詳細につきまして、総務省の集計によると、令和元年から令和３年までの

数値として、県内他市町村からの転入が、令和元年が１，５３３人、令和２年が１，５３９人、

令和３年が１，４７２人となっており、県外からの転入が、令和元年が１，６１２人、令和２年

が１，６７９人、令和３年が１，７２２人となっております。 

 さらに、首都圏からの転入については、東京都からの転入数が年間約４００人で推移しており、

これまで東京都に対しては転出超過となっておりましたが、令和３年については、転入が４４２

人、転出が４０７人と転入超過となっております。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 加藤政之議員。 

○１１番 加藤政之 議員 本市が、自然増減では減っているが、社会増減では増えていること

は、市民の間でもあまり知られていないと思います。 

 また、東京都の社会増減においても、コロナ禍の影響もあると思われますが、増加しているこ

とは誇るべきだと思いますので、シビックプライドの醸成の観点からも、市内外に広報すること

が人口増加につながると思いますので、転入超過が持続するように、今後も様々な方面への継続

的なアプローチを進めていただくことを要望して、次の質問に移ります。 

 わくわく茨城生活実現事業の対象条件について、お聞きします。テレワークによる移住前の業

務を継続、牛久市が定める関係人口の要件等、幾つか挙げられると思いますが、それぞれの対象

条件の現状と、本市におけるわくわく茨城生活実現事業の予算をお答えください。 

○諸橋太一郎 議長 二野屏公司経営企画部長。 

○二野屏公司 経営企画部長 移住支援金事業につきましては、令和元年度に国において地方創

生移住支援事業として創設されたものであり、首都圏域からの転入者に対し、移住支援金を交付

する制度となっております。 

 事業の財源内訳につきましては、支援金のうち国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１を

負担することとなっておりますが、国の交付金については、茨城県がわくわく茨城生活実現事業

として対象市町村を取りまとめて国に申請し、交付を受ける形となっており、本市の予算上は、

県支出金として事業費の４分の３の額を受け入れております。 

 次に、本市における支援金の実績につきましては、令和元年の事業創設以降、現在までの交付
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件数は１５件であり、そのうちテレワークによる移住が１４件、関係人口に関する要件が１件、

その他の県内企業への就職、起業に関する要件は実績なしとなっておりまして、これまでの交付

金額の合計は１，５００万円となっております。 

 また、交付要件といたしまして、転入後５年以上継続して居住を条件としており、５年以内に

転出することとなった場合には、支援金申請日から３年未満であれば、支援金全額の返還、３年

以上５年未満での転出であれば半額の返還を規定しております。 

 支援金交付後の居住実態については、毎年、居住状況調査を通知し、回答を得ることで確認を

することとしており、これまでに返還が生じた案件はございません。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 加藤政之議員。 

○１１番 加藤政之 議員 わくわく茨城生活実現事業の利用者の状況についてですが、こちら

は年度途中の６月２３日に予算の上限が来て停止していると聞いております。新年度が始まって

僅か３か月での停止になっているなど、予算規模や対象者の範囲、条件など、より分かりやすく

周知してもらえたらと思います。 

 また、国、県の枠組みなので、市単独ではできない事業とはなっておりますが、牛久市に移住

したいという方を、首都圏の縛りに限定せず、予算の兼ね合いを見ながら増やしていくことが重

要だと思います。 

 次の質問に移ります。 

 次に、空き家活用法の具体案、空き家を改築して低額で貸し出すなどのハード面への取組につ

いてお伺いします。実際、移住者向けの運用がどの程度行われているか、お答えいただきたいと

思います。 

○諸橋太一郎 議長 長谷川啓一建設部長。 

○長谷川啓一 建設部長 お答えいたします。 

 本市の空き家等対策は、令和４年２月に策定した第２次牛久市空家等対策計画の中で、３つの

基本方針である、空家等の発生予防と抑制、空家等の有効活用、管理不全空家等の解消について、

各施策を実施しているところでございます。 

 本市の空き家等の活用策といたしましては、牛久市空家バンク制度を平成２９年９月に、公益

社団法人茨城県宅地建物取引業協会と協定を締結いたしまして、空家バンクの運用を開始し、令

和２年１０月には新たに空き地も対象に加え、牛久市空家・空地バンクとして運用しております。 

 このバンクの実績といたしましては、令和５年９月１日現在、累計でございますが、空き家８

９件、空き地５５件、合計１４４件の物件登録がございます。その中で、空き家５７件、空き地

２２件の売買が成約し、１４０人が市内に転居、転入されております。その内訳といたしまして、

市内の転居移動が６５人、市外からの転入は４８人、県外からの転入が２７人でございます。 

 また、平成２９年度から実施している水道の閉栓情報を利用した空家実態調査の中で所有者ア

ンケートを実施してございます。アンケートの質問項目では、空き家の今後について回答をいた

だいておりますが、直近の令和４年度のアンケート結果では、自己または親族が使用したいが２
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４．４％、売却したいが３４．１％、撤去、取壊ししたいが１９．５％、貸出ししたいが４．

９％、そのまま保有したいが１７．１％という結果でございます。 

 今後の移住推進に向けた空き家の活用策としましては、空き家は移住者の住まい確保の一端を

担う存在であることから、所有者の意向を確認いたしながら進めてまいりたいと考えてございま

す。 

 以上です。 

○諸橋太一郎 議長 加藤政之議員。 

○１１番 加藤政之 議員 当然所有者の意向が権利として保障されるべきですが、空き家は

様々なリスクがあるだけではなく、本市にとっては人口増加の鍵を握っていると思われます。マ

イナスという漢字の当て字にした「負動産」から富むという当て字の「富動産」に、所有者、地

域、行政が同じ方向を見て考えていくことが重要であると考えます。 

 今後、日本では空き家がさらに増え、２０４０年には全国で今年の件数の倍に相当する７１２

万戸になる予想で、本市においても同様の傾向になってくると思います。所有者と借りたい人を

しっかりとつなげていく役割を市には期待し、様々な機会で移住促進のための空き家再生の啓発

活動をよろしくお願いします。 

 最後の質問になります。 

 沼田市長にぜひ市長選挙で市民の皆様に提示した移住促進の公約について、市外に出向いての

牛久市への移住される人の誘致やアピールの取組、今後の戦略について答弁をいただきたいと思

います。 

○諸橋太一郎 議長 沼田和利市長。 

○沼田和利 市長 加藤議員の質問にお答えいたします。 

 市外における本市のＰＲ活動につきましては、これまでも市内外の各種イベントにおいて、本

市のＰＲブースを設置し、観光や特産物などの周知活動を実施してまいりました。 

 市外での主なイベントといたしましては、包括連携協定を締結しましたプロスポーツ団体であ

る鹿島アントラーズや、茨城ロボッツにおいて開催される牛久の日、また都内で開催された移住

に関する相談会などへの参加などにより、市外の方々へのＰＲをしてまいりました。 

 また、牛久運動公園で開催された日本ハムファイターズのイースタンリーグ茨城シリーズや、

日本遺産である牛久シャトーでのイベントなど、市内、市外問わず来訪される皆様に向けたＰＲ

活動も実施してきたところであります。 

 また、私自身が広告塔となりトップセールスを行うことは、来訪者とのコミュニケーションを

図ることができるなど、市の魅力を発信する上で非常に有効な手段であると考えております。 

 今後も、市内外で行われる様々なイベントやプロモーションにおいて、私自身が先頭に立って、

牛久市のＰＲを進めてまいりたいと考えております。 

○諸橋太一郎 議長 加藤政之議員。 

○１１番 加藤政之 議員 沼田市長の答弁ありがとうございました。 

 人口減の時代の到来で、自治体間の競争が激化していることで、全国の自治体で首長のトップ
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セールスが非常に重要となっています。沼田市長にも、牛久市が持続可能な安全・安心なまちづ

くりを継続できるような取組と、牛久の魅力を今後も積極的に発信していただきますよう御期待

し、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○諸橋太一郎 議長 以上で、１１番加藤政之議員の一般質問は終わりました。 

 本日の一般質問は、これで打ち切ります。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて延会といたします。御苦労さまでした。 

                午後５時００分延会 

 


